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                    〇           

               午前 ９時５０分開議 

〇副議長（岡田智佳君） これより本日の会議を開きます。 

                                

〇副議長（岡田智佳君） 日程に入ります。 

                    〇           

〇副議長（岡田智佳君） 日程第１、議案第１号から第44号についての質疑並びに一般質問を

行います。 

 発言者、渡邉晋宏さん。（「頑張れ」と呼ぶ者あり） 

              〔11番 渡邉晋宏君登壇〕 

〇11番（渡邉晋宏君） 皆さん、おはようございます。柏清風、農業党の渡邉でございます。

そして、この中継をカメラの奥で見ていただける皆様、そしてこの後ユーチューブで見ていた

だける皆様、ぜひこの一般質問、農業一本だけでやりたいと思います。今回代表質問がござい

ましたので、そこで柏清風としては農業は触れていなかったので、農業一本でやりたいと思い

ますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 では、通告に従いまして、一般質問させていただきます。資料お願いいたします。柏市都市

農業振興計画についてお伺いいたします。こちらのグラフですが、代表質問の中で林紗絵子議
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員のほうでも農業の現状を取り上げられておりました。こちらのグラフなんですけど、オレン

ジの線が柏市の減少率ですね。青が千葉県なので、日本全体、千葉県でも同様に農家さんの数

が減っているというのが分かると思います。次の資料お願いいたします。こちらは、左側は農

家さんの減少と一緒なんですけど、注目していただきたいのは右側の図でございます。平均年

齢を表していまして、60歳以上だったかな、オレンジの線がたしか60歳以上ですね。59歳以下

で26.1％しかいないという、ここから見れるのは農業に従事している平均年齢がやっぱり60歳

以上になっているということでございます。次の資料お願いします。こちら柏市の農地の減少

率の話なんですけど、農家さんの数は４割ぐらい減っているんですけど、実際は農地的には20％

ちょっとしか減っていないんですけど、これ474ヘクタール減ったというのはすごく大きな数

に見えますが、柏市も都市開発がありましたので、農地が完全に放棄されたということはござ

いません。画面閉じてください。ここで１点お伺いいたします。こちらの柏市都市農業振興計

画の今回策定に至ったプロセスだったり、またこの計画が策定されることを踏まえて新年度予

算にどのような事業を計画しているか、また新たな事業があれば御答弁お願いいたします。次

の資料お願いいたします。耕作放棄地解消事業に関してお伺いいたします。こちらの写真は、

分かる方は分かると思うのですが、多分これエリカマンションなんで、沼南の地区のお話だと

思うんですけど、こちらの耕作放棄地事業に関しての計画の位置づけだったり、これまでの取

組状況はどうか、お聞かせください。画面戻してください。続いて、地産地消についてお伺い

いたします。資料お願いいたします。各種柏市内様々なイベントやっておりまして、こちらは

道の駅ちばらきフェアだったり、次の資料お願いいたします。秋の知産知消マルシェ、やさい

こどもあそびブースだったり、たくさんの来場者が道の駅には皆さん来ていただいていると思

います。次の資料お願いいたします。こちら、皆さん覚えていますかね。第１回が行われて、

これ第２回の農コンと言われるものなんですけど、つい先日、３月の８日の日曜日かな、にご

ざいました。結果はちょっとよく分かりませんが、それなりの人数の方の応募があったという

状況は聞いております。画面戻してください。そこで、お伺いいたします。今後地産地消を推

進するために市民の方に向けた計画等はございますでしょうか、市の見解をお聞かせください。

以上で１問目になります。御答弁よろしくお願いいたします。 

〇副議長（岡田智佳君） ただいまの質問に対する答弁、経済産業部長。 

              〔経済産業部長 込山浩良君登壇〕 

〇経済産業部長（込山浩良君） 私からは、農業行政についての御質問についてお答えいたし

ます。初めに、柏市都市農業振興計画に関する御質問についてです。農業を取り巻く環境は、

農業者の高齢化や後継者不足等を背景に、農業従事者が年々減少していることや昨今の生産資

材等の価格高騰、また気候変動による農作物被害などの影響により大変厳しいものとなってお

ります。本市におきましても例外ではなく、農家数の減少をはじめ農業後継者や新規就農者の

確保と育成など、様々な課題が山積している状況であると認識しております。こうした中、課

題解決に向け、農業政策の部門計画である柏市都市農業振興計画を策定し、各種施策を推進し

ているところでございますが、現行の計画が今年度末で終期を迎えるため、現在次期計画を策

定中でございます。今回計画の策定に当たりましては、本市の農業の現状を把握し、課題を抽

出するため、令和６年10月から基礎調査として農地を所有されている方や一般市民の皆様を対

象としたアンケート調査、また農家の皆様や農業関係機関の声を直接伺うヒアリングを実施し、

現状の把握に努めました。この基礎調査の結果や農業振興施策の総合的かつ効率的な推進につ
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いての審議を行う附属機関、柏市農業振興審議会からの御意見なども参考に計画案の検討を重

ねてまいりました。その後、庁内の関係部署の意見照会を経て、昨年12月12日から本年１月13日

までパブリックコメントを実施し、市民の皆様からの御意見をいただいたところでございます。

先月２月５日に令和７年度第２回柏市農業振興審議会を開催し、最終の計画案について委員の

皆様から答申をいただいたところでございます。次期計画案におきましては、エリアごとの特

色や様々な経営規模が存在する柏の農業の特徴を踏まえ、今後柏市の農業が目指すべき将来像

を多様な農業が続く柏、持続可能な都市農業の実現とし、その将来像の実現に向けた施策の方

向性を示しております。新たに策定する計画の初年度となる令和８年度予算案への反映につき

ましては、議員からも課題の一つとして挙げられていた大規模農家ではない農家の方でも活用

できる農業用機械の買換えの補助金の創設や柏の３大野菜、３大フルーツに続く新たなブラン

ド化の確立を後押しする支援など、農家の皆様により充実した支援が行えるような事業を予算

計上しております。引き続き農業者の声を伺いながら、地域の特性を生かした農業振興を推進

し、持続可能な柏市農業の実現に向け取り組んでまいります。続いて、耕作放棄地対策事業に

ついてお答えいたします。耕作放棄地対策につきましては、周辺の農地へ病害虫の温床として

悪影響を及ぼす可能性があることから、拡大させず、農地を保全して有効に活用していく対策

が必要であると考えており、先ほど御答弁いたしました次期柏市都市農業振興計画の中にも施

策の一つとして掲げているところです。このような中、市独自の事業として、令和５年度から

地域の農業委員や農地利用最適化推進委員の皆様の御協力を得ながら、耕作放棄地対策事業を

実施してまいりました。これまでの実績といたしましては、事業開始から間もない段階ではあ

りますが、本年度までの３年間で計４か所、合計約１ヘクタールの耕作放棄地を解消してまい

りました。引き続き農業委員会事務局とも連携を図りながら、農地の利用状況を把握に努め、

当該事業の効果が得られるように耕作放棄地の解消と防止に努めてまいります。最後に、地産

地消に関する御質問にお答えいたします。柏市は、生産地であり、消費地でもあるという地域

性を生かした農業が展開できる環境にございますので、地産地消の取組は農業者の皆様にとり

ましても効率的な農業経営や農業所得の向上につながるものと考えており、柏産農産物の学校

給食への活用をはじめ、令和３年の道の駅しょうなんの拡張整備や市内各商業施設への農産物

直売所の出店により柏産農産物が市民にとっても身近な存在になっているものと考えておりま

す。御質問のありました市民向けイベントにつきましては、暖かくなる春に向けて様々な地産

地消に関するイベントが計画されております。まずは、道の駅しょうなんにおきまして４月18日

及び19日にオープン25周年を記念した創業祭を開催する予定となっております。また、地産地

消推進団体であるアグリ・コミュニケーションかしわ委員会では３月28日に柏市公設市場の一

般開放デー、４月11日にあけぼの山農業公園で行われるチューリップフェスティバルに出店予

定となっております。大変多くの集客が見込まれる時期でもあり、これらのイベントは市内、

市外の皆様に対し効果的に柏産農産物をＰＲできる絶好の機会であると考えております。引き

続き様々なイベントを通して柏産農産物のＰＲを実施し、生産地であり、消費地でもある柏市

の地域特性を生かした農業振興に取り組んでまいります。私からは以上でございます。 

〇副議長（岡田智佳君） 第２問、渡邉晋宏さん。 

〇11番（渡邉晋宏君） 御答弁いただき、ありがとうございます。今回予算のほうで新たな大

規模農家さんだけではなく、やっぱり農家さんって家族で経営している方も多いので、そんな

大きく農地をやられていない方でもこうやって細かい機械だったりを買換えだったりするタイ
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ミングの予算をつけていただいて、本当にありがとうございます。では、ちょっとお伺いした

いんですけど、先ほどパブリックコメントを聞いているということだったんですけど、どのよ

うな御意見があったか、お聞かせください。 

〇経済産業部長（込山浩良君） お答えいたします。パブリックコメントでの御意見というこ

となんですけれども、柏の３大野菜の一つでございますホウレンソウ、そのホウレンソウに対

する取組の充実や規模の拡大を前提としない農家さん、こちらへの支援の充実など、そういっ

た御意見をいただいたところでございます。 

〇11番（渡邉晋宏君） ありがとうございます。ちょっと今ホウレンソウの話が出たので、実

は国道にある人気のラーメン屋さんのホウレンソウは柏市産のものだったりしますので、ぜひ

その辺も皆さんちょっと記憶しておいていただければなと思っております。そして次、審議会

の話も出たので、審議会の委員さんからどのような御意見がございましたでしょうか。 

〇経済産業部長（込山浩良君） 御答弁いたします。審議会におきましては様々な意見がござ

いましたが、主なものを御紹介いたしますと、農業従事者の減少、特に若者の減少に危機感を

抱いているという意見、また農業政策を農業部門だけにかかわらず都市計画の一部として位置

づけて検討していってはどうかというような意見、また耕作放棄地対策の強化であるとか後継

者問題、あと３大野菜、３大フルーツの周知など、そういった様々な御意見がございました。 

〇11番（渡邉晋宏君） ありがとうございます。私も審議会参加させていただいて、同様な意

見をお伺いしていて思ったことが耕作放棄地って言われると、やっぱり田んぼを耕作放棄地に

すると１年、２年になるともう２メートルぐらいの雑草が生えてしまうので、北部地域だった

り、沼南地域でもし田んぼをやらなくなると、あの景観がなくなってしまう。そういう景観と

いう意味でもぜひ引き続き耕作放棄地事業に関しては細かく農家さんの声を聞いていただいて、

２年放置しちゃうと本当大変なんで、なるべく放置期間がないように、何かもう田んぼやらな

いよとか、そういう情報が得られるようでしたら、なるべく周りの人にやらないかとかも聞い

ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。続いて、地産地消の件なんです

けど、第２回農コンがあったって先ほど私も言わせていただいたんですけど、何か反響等、言

える範囲で構わないので、よろしくお願いいたします。 

〇経済産業部長（込山浩良君） お答えいたします。第２回、いわゆる農コンでございますが、

こちらは３月８日に開催いたしました。公募によって22歳以上の独身女性の参加を募集したと

ころ、定員の10名を超える応募があったというふうに聞いております。また、当日は、前回と

同様に手賀沼周辺のイチゴ農園でのイチゴ狩りや湖畔のカフェでのおいしいスイーツを食べな

がらという歓談の中で、イベント自体は大いに盛り上がったということを伺っております。ま

た、当日の成果といいますか、実際にカップルとして成立した数が３組ということでございま

すので、また次回も継続してできればというふうに思っております。以上です。 

〇11番（渡邉晋宏君） ありがとうございます。私自身も農家であるということで、どうして

も田んぼにいるとそういう出会いというのはなかなか少ないと思いますので、ぜひ道の駅とか

で、どうしても農業をやっている方は自宅が作業場になってしまうので、そういうところに来

てくれる女性ってすごくありがたいなとも思いますし、引き続き計画して、様々な出会い方も

あると思いますが、こういうのも引き続き継続してやっていただければと思いますので、よろ

しくお願いいたします。またイベント関連で、実際農業メインで見るんではなく、食育という

面からちょっとお伺いしたいんですけど、未就学児に対して農業の体験のイベント等は何か今
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後計画等はございますでしょうか。 

〇経済産業部長（込山浩良君） お答えいたします。議員おっしゃるように幼少期から土や地

域の農業、食の楽しさに触れることで、子供も親も自分たちが住む地域の農業に関心を持つき

っかけづくりができるということで、とても大切な取組であると考えております。そのような

中で、令和５年度から未就学児向けの農業体験プログラム、こちらを市の手賀沼周辺農業体験

等促進モデル事業ということで展開をしているところでございます。今年度は、昨年４月にカ

ブ、６月にブルーベリー、10月、11月に落花生、里芋、サツマイモ、こちらの収穫を楽しんで

いただいたところでございます。また、直近では来月４月にトマト、５月にカブの収穫体験等

のプログラムを道の駅周辺の圃場で実施する予定となっております。こういったイベント参加

された親御様からは、収穫した野菜を自分たちで調理して食べることでより食育につながった

とか、あと実際に農家さんと触れ合うことで野菜や果物を作る大変さが分かり、市内で収穫体

験ができてよかったといったような柏産農産物や農業自体への興味が、関心が育まれるという

意義のあるプログラム、その効果が出ているものと感じているところでございます。以上です。 

〇11番（渡邉晋宏君） ありがとうございます。特に道の駅しょうなんさん中心にそういうイ

ベントをたくさん打っていただいて、都市農業の利点はぜひ今後とも生かしていただきたいの

で、まだまだ子育て世代が柏市内も増えておりますので、そういう方になるべくそういういろ

んなイベントを御紹介できるように広報のほうも力を入れていただきたいと思っております。

以前の議会で道の駅しょうなんさんのほうで野菜の冷凍機メーカーに見学に行くというお話を

伺ったんですけど、その後何か進捗とかございますでしょうか。 

〇経済産業部長（込山浩良君） お答えいたします。冷凍野菜の製造につきましては、先月２

月末に急速冷凍機の導入が完了し、現在は商品化に向けて試作品の検証を行っているところで

ございます。具体的には、ホウレンソウとブロッコリーの２品目につきまして洗浄、加熱処理

した後に急速冷凍して作成した試作品を道の駅しょうなん内のレストランや従業員に提供し、

食味や使い勝手などの検証を今進めているところでございます。今後は、この試作品の検証結

果を踏まえまして、柏産の冷凍野菜として商品化に向けた取組を進めてまいりたいと考えてい

るところです。以上です。 

〇11番（渡邉晋宏君） ありがとうございます。食品ロスだったり、やっぱり野菜もどうして

も置いておくと腐ってしまいますので、その取組をメーカーに行くだけではなく、もう既に購

入して導入されているということで、すごくいい事業だと思いますので、引き続きよろしくお

願いいたします。また、その地産地消の中でやっぱり学校給食に関して柏市の農産物を、今既

に活用されているとは思うんですが、今後もっと活用できる方法等、何かお考えがございまし

たらお聞かせ願います。 

〇経済産業部長（込山浩良君） 農業者の皆様の出荷先の一つとして学校給食への割合を増や

していくことは、販路の拡大にもつながりますし、農業者の所得向上にもつながるものである

というふうに思っておりますが、導入に当たっては課題もいろいろありますので、引き続き教

育委員会等とも連携しながら検討を進めてまいりたいというふうに思っているところでござい

ます。以上です。 

〇11番（渡邉晋宏君） ありがとうございます。またこれもちょっと以前の話になってしまう

んですけど、柏市のトウモロコシ農家さんがフェイスブックで、自分の友人なんですけど、友

達が朝取れしたトウモロコシを市内の小学校に配達してきますみたいな投稿があって、朝取れ
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たトウモロコシがその日の給食に並ぶという、その新鮮さは本当に子供たちも絶対おいしいと

思いますので、ある程度の一定数量が集まらないと出せないという点もございますが、やっぱ

り農家さんの子供たちに食べてもらえるという、そういう気持ちもございますので、もし検討

ができればそういう旬なものとかもどんどん給食に取り入れていっていただきたいなと思って

おります。ということで、ちょっと最後市長にお伺いしたいんですけど、これまで私農業をず

っと結構中心にやらせていただいているんですけど、何か市長、今回の予算に対してでも構い

ませんし、農業に対する何か思い等もございましたら、ちょっとで構いませんので、御答弁お

願いいたします。 

〇市長（太田和美君） お答えいたします。農業者を取り巻く現状は、大変厳しさを増してい

るものだというふうに思っております。そうした中、議員が常々農家さんの現状を訴えてこら

れました。令和５年の第３回の定例会におきましても機械、資材、飼料、燃料の高騰により農

家さんの経営は大変厳しい状況であると。特に機械が買い換えなくなると田んぼをやめてしま

う農家さんがあるなど、そういったことも訴えておりました。また、令和６年の第２回定例会

におきましても機械、資材が相当高くなっているというようなことを訴えておられました。そ

うした中、そのためにも国、県の支援制度に頼るだけではなく、このたび農業用機械の買換え

制度ということで、市といたしましても農業者の皆様に寄り添った独自の支援策というものを

検討したところでございます。引き続き柏市の持続可能な農業の実現に向けて取り組んでまい

りたいというふうに思っております。 

〇11番（渡邉晋宏君） ありがとうございます。今市長おっしゃったように農業はただの農産

物だけではなく、景観を守るだったり、市民の食ですよね、大切な暮らしを守る大切な都市の

資源だと私は思っておりますので、でも一方で担い手不足だったり、農家数の減少は今おっし

ゃったとおりなんですけど、将来の向けた課題も明らかになっていると思います。だからこそ、

行政と議会が同じ方向を向いて、柏市の都市農業を次の世代につないでいくことが重要だと感

じております。今後も建設的な議論を重ねながら、柏市の持続可能な都市農業に向けて取り組

んでいただきたいと期待し、私の質問を終わろうかと思いますが、まずちょっとここまで中継

を見ていただいた皆様にお礼を言いたいと思います。最後まで御視聴いただき、ありがとうご

ざいます。また次の動画でお会いしましょう。以上で２問目終了します。どうもありがとうご

ざいました。 

〇副議長（岡田智佳君） 以上で渡邉晋宏さんの質疑並びに一般質問を終わります。 

                                

〇副議長（岡田智佳君） 暫時休憩いたします。 

               午前１０時１４分休憩 

                    〇           

               午前１０時２４分開議 

〇副議長（岡田智佳君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 質疑並びに一般質問を続行いたします。 

 次の発言者、内田博紀さん。（「頑張れ」と呼ぶ者あり） 

              〔５番 内田博紀君登壇〕 

〇５番（内田博紀君） おはようございます。みらい構想かしわの内田博紀でございます。通

告に従いまして、順次質問をいたします。まず、市長の政治姿勢につきましては、市長の選挙
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公約は新年度予算にどう反映しているでしょうか。反映状況について御説明ください。次に、

柏駅東口の再整備事業についてでございますが、そごうの解体工事の進捗やその他地権者会合

などの動向を踏まえ、現況をお示しください。次に、西口については、まずはこの柏駅西口北

地区再開発事業については、現在進捗が止まっているという状況にもございます。この事業に

ついては、高島屋の準備組合からの撤退や資材価格の高騰など様々な背景がございます。もう

断念をするべきだと思いますが、その点を問います。お示しください。続きまして、同じく西

口北地区再開発事業については、準備組合側に市のほうから白紙撤回を働きかけるべきだと考

えます。見解をお示しください。続きまして、東海第二原発に関するお尋ねをいたします。ま

ず、今日で東日本大震災に伴う福島第一原発の爆発から15年が経過いたしました。この間放射

能被曝、被災地の復興も進んでいないまま東海第二原発の再稼働が進められようとしています。

既に柏崎刈羽原発も再稼働されたことも大変遺憾でございます。東海第二原発に対しては、そ

の再稼働に反対している市民の方がいらっしゃることは事実です。柏から約80キロと程近い距

離にあって、東日本大震災でも被災している老朽化した東海第二原発に反対している市民と、

市長はこの間東海第二原発については再稼働しないことが望ましいとの御答弁をいただいてお

ります。その気持ちは共有できるのでしょうか、お答えください。続きまして、東海第二原発

の再稼働に反対している市民の声を国あるいは東海第二原発の運営会社である事業者、日本原

電に届けていただけないでしょうか、お示しをください。 

 続きまして、学校教育についてでございます。まずは公立夜間中学の開設については、現在

パブリックコメントが締め切られました教育振興計画の案の中にはリカレント教育に置き換え

られているようなニュアンスの表現がございます。つまり公立夜間中学の開設についての調査

研究は、現計画では記載がございますが、次期計画のパブコメ案については、パブコメに向け

た案の段階では消されています。一方で生涯学習であるリカレント教育に公立夜間中学の機能

を置き換えてしまうのではないかという懸念がございます。この点について、公立夜間中学の

機能をリカレント教育に置き換えてしまうのかどうか、お尋ねをいたします。それから、この

公立夜間中学でございます。様々な事情で義務教育を終えることができなかった方や日本語を

習得したい外国籍の方など、夜間中学のニーズは高まっていく一方です。公立夜間中学の早期

開設を求めますが、いかがでしょうか、お示しください。 

 続きまして、市立病院の経営につきましては、市立病院の建て替えに向けた現在の取組状況

をお示しください。早期建て替えを求めて質問をいたします。続きまして、この市立病院でご

ざいますが、全国的に見ても本市の福祉部や本市が加盟する東葛中部地区総合開発事務組合の

施設等においても民営化という流れが進められています。私が警戒しているのは、市立病院の

指定管理者に公募によって民間の医療資本を参入させ、そして指定管理者の枠を外し、完全民

営化してしまうということを警戒しています。それがないと断言していただけますでしょうか。

市立病院の将来的な経営形態についてお尋ねをいたします。 

 続きまして、障害者福祉について、多岐にわたってですが、お尋ねいたします。対面朗読は、

現在図書館では手狭な状況でございまして、十分機能していない、できていない、し切れてい

ないというのが状況でございます。新図書館においては、対面朗読の機能を拡充するために取

組が必要です。その取組の進め方、準備状況についてお示しください。続きまして、ノーマラ

イゼーションかしわプラン、現在のところ３年計画で進められていますが、次期計画改定から

計画期間を６年と長期になるということを自立支援協議会で示されたと聞いています。このノ
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ーマライゼーションかしわプラン、計画がその時期に合わせないと６年という長期の期間では

なかなか具体的に現状に対応できないという心配があります。ノーマライゼーションかしわプ

ランを次期改定からその有効期間を長くしていく、このことについての説明を求めます。続き

まして、障害者福祉施設での虐待を防止するための取組です。障害者福祉施設、本市において

は今議会でも議論がございましたようにグループホームにおいてスタッフによる入居者への暴

行、殺人事件が発生し、先日その犯人が検挙されたという情報がございます。と同時に御相談

をいただいているケースでは、介護放棄、市内の法人から介護放棄をしていて、大変苦労して

いるという情報もいただいているところです。こうした背景を含めて、障害者福祉施設での虐

待を防止するための取組についてお尋ねをいたします。続きまして、障害者福祉、タクシー利

用について３点お尋ねをいたします。まず、重度心身障害者のタクシー利用券の枚数が少ない

という声をいただいています。最大240枚、通常では120枚、障害者割引１割を引いた720円分が

負担される重度心身障害者のタクシー利用券について、その枚数を増やすべきではないでしょ

うか。市民の要望もたくさんございます。その点についてお答えください。その福祉タクシー

券、障害者のタクシー利用券でございますが、所得制限がつけられ、一定の所得を超している

とその枚数が半減するという状況にあります。この枚数を半減しない、つまり所得制限の撤廃

を求めますが、いかがでしょうか、お答えください。次に、障害者がタクシーを利用して交通

系カードで支払う際に十分なサポートがいただけるよう事業者団体に働きかけをしていただき

たいと思いますが、その方向性についてお示しください。 

 公金以外の現金、口座の取扱いについてでございますが、公金以外の現金、口座の取扱状況

について、その現状はどうなっているか、まずはお答えください。それを受けて、公金以外の

現金、口座の取扱いについてどのような今後方針を定めて適切に取り扱っていくのか、その方

向性についても併せてお示しください。以上で第１問を終わります。 

〇副議長（岡田智佳君） ただいまの質問に対する答弁、市長。 

              〔市長 太田和美君登壇〕 

〇市長（太田和美君） 初めに、新年度予算に関する御質問にお答えをいたします。新年度予

算案は、本市が目指す将来の姿、柏に関わる一人一人が思いを実現できるまちの実現に向けた

取組を基本としながら、市長選挙の際にお示しした政策を踏まえ編成いたしました。令和８年

度当初予算に計上した事業のうちその一例を申し上げますと、まず誰もが学び続けられること

で人が育つまちの分野で、校内フリースクールの整備に取り組み、令和８年度は新たに市立小

学校７校に個別支援教員を配置いたします。次に、みんなの居場所になれるまちの分野では、

朝の児童の居場所づくり事業を試験的に実施するとともに、放課後等に多様な体験活動や生活

の場を提供するアフタースクール事業を開始いたします。また、図書館再編事業に取り組み、

市民の皆様と共に図書館再編構想を策定いたします。最後に、人々を引きつけるコアとなるま

ちの分野では、柏駅東口駅前再整備事業として旧そごう柏店本館の土地取得を通じ、魅力ある

都市空間の創出を目指した取組を進めてまいります。引き続き社会経済情勢や将来動向、市民

ニーズを的確に捉えながら、活気ある地域経済を基盤とした責任ある財政運営の下、お示しし

た政策も含め市勢発展に向けた各種施策を展開してまいります。次に、柏駅東口再整備事業に

関する御質問にお答えをいたします。旧そごう柏店本館の解体工事の進捗状況につきましては、

現所有者である三井不動産株式会社から解体工事は順調に進捗しており、予定どおり本年12月

の土地の引渡しに向けて作業を進めているとの報告を受けております。引き続き安全かつ円滑
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に工事が実施されるよう注視してまいります。次に、柏駅東口地権者会合の開催状況につきま

しては、令和７年12月23日に第12回目、令和８年２月３日に第13回目を開催いたしました。12月

の第12回の会合では、個別建て替え、等価交換方式などの事業手法ごとの想定事業費と地権者

の皆様が参画する場合に想定される負担額や取得する床面積などについてイメージを示させて

いただき、意見交換を行っております。先月の第13回会合では、再整備の具体化に向けて地権

者の意見把握の必要性と方法に関して議論し、市が主体となって意向把握を実施してほしいと

要請があったことから、２月末より市職員による各地権者との対面での個別ヒアリングを始め

ております。今後につきましては、この個別ヒアリングを通じて全地権者に対し、再整備によ

る地権者ごとの権利の取扱いや事業採算性の試算などをお示しし、各地権者の意向を集約して

まいります。次に、柏駅西口北地区市街地再開発事業に関する御質問のうち事業の実現性に関

する御質問にお答えをいたします。本事業は、現在準備組合により建物配置や規模等の施設計

画案の見直しが行われ、物価、人件費の高騰による事業収支の開きを均衡させるための検討が

行われていると聞いております。柏駅西口エリアは、駅前交通広場の面積が非常に狭く、車両

動線の交錯やバス、タクシーの待合空間の不足などの交通に関する課題や木造家屋が密集して

いること、さらには緊急車両が通れないほどの狭隘な道路が多いことやオープンスペースが不

足していることなどにより防災性の課題があることから、これらの課題の解消に加え、駅前の

まちづくりの観点からも当事業の整備効果は高いものと認識しております。次に、柏駅西口北

地区市街地再開発事業の準備組合への働きかけに関する御質問にお答えをいたします。当事業

は、地区内にお住まいの方や商業者など地権者が土地再開発法に基づく組合施行による市街地

再開発事業の実施を目指しているところです。今後準備組合により市街地再開発事業について

の都市計画提案がありましたら、市として提案内容が各種法令や市の上位計画に適合している

か、地域の課題解決につながる事業であるか、事業採算性など実現性のある計画となっている

か等を確認し、その上で都市計画決定などの手続を進めるかどうか判断をすることとなります。

現時点においては、準備組合が自ら市街地再開発事業の実施に向け様々な検討を行っている段

階であることから、市から現時点で準備組合に対して事業実施の可否について申出をする考え

はございません。引き続き当事業により柏駅西口エリアが抱える課題の解消や魅力的なまちへ

の再生を図り、柏市全体の発展につながるよう慎重に検討を進めるよう準備組合に働きかけて

まいります。次に、東海第二原発の再稼働に関する御質問２点についてお答えをいたします。

１点目、市民団体の方が東海第二原発の再稼働に反対し、思いを持って活動されていることは

私も認識しております。２点目、これまでも答弁してまいりましたとおり、市民の安全、安心

に関わる重要な問題であり、市といたしましては引き続き司法や日本原子力発電株式会社と発

電所周辺自治体との協議状況など、今後ともその動向に注視、注目していくとともに、適切に

対応してまいりたいと思います。私からは以上でございます。 

〇副議長（岡田智佳君） 教育長。 

              〔教育長 田牧 徹君登壇〕 

〇教育長（田牧 徹君） 公立夜間中学に関する御質問にお答えいたします。初めに、公立夜

間中学とリカレント教育に関するお尋ねですが、今年度策定を進めてまいりました第三次柏市

教育振興計画におきましては、現状の課題認識の一つとして社会に出てからも必要な学びや時

代のニーズに即したスキル、教養等を身につけることができる機会、いわゆるリカレント教育

の充実が求められていることを位置づけております。また、多様な形で教育を受ける機会を確
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保する仕組みや幅広い受皿の構築が社会全体として求められているものと認識しております。

その上で本市における公立夜間中学の設置についてでございますが、国におきましては各都道

府県、指定都市に１校の設置を当面の指標として示しておりますが、千葉県においては既に市

川市、松戸市及び千葉市の３自治体に設置されております。このうち近隣の松戸市立第一中学

校みらい分校では市外からの生徒の受入れも行われており、本市に在住の方が学び直しを希望

される場合には同校を利用することが可能であることから、現時点においては一定の学習機会

は確保されているものと認識しております。こうした状況を踏まえますと、市教育委員会とい

たしましては、公立夜間中学の設置に向けて早期かつ具体的な検討を進める段階には至ってい

ないと考えております。私からは以上です。 

〇副議長（岡田智佳君） 小倉健康医療部理事。 

              〔健康医療部理事 小倉孝之君登壇〕 

〇健康医療部理事（小倉孝之君） 私からは、市立柏病院に関する御質問２点についてお答え

いたします。まず、市立柏病院の建て替えに向けた取組状況についてです。市立柏病院の建て

替えにつきましては、施工予定者から約293億円の概算工事費が示されたことから、国と千葉県

に対して財政支援を求めるとともに基本設計の見直しを行い、可能な限り工事費を抑制するよ

う検討しているところです。財政支援の要望につきましては、様々な機会を捉えて行った結果、

補助金と地方交付税の建築単価や診療報酬本体が引き上げられましたが、物価高や人件費増加

などの影響を考えるとまだ十分ではないものと考えております。基本設計の見直しにつきまし

ては、新病院に求められる役割や強化する機能を可能な限り残すことを基本としながら、患者

の利便性やスタッフの働きやすさ、経営への影響などを踏まえ、建物配置案や工事計画、既存

施設の活用、建物内の諸室の見直しによる面積の削減など、可能な限り工事費を抑制できるよ

う検討しているところです。今後につきましては、新たに導入したコンストラクションマネジ

メント方式を活用し、設計と施工性の適正化やコストの妥当性を検証するほか、全体的な事業

費の抑制とスケジュール管理に取り組みながら、令和16年度の整備完了に向けて基本設計の見

直しを進めてまいります。次に、市立柏病院の将来的な経営形態についてです。公立病院の経

営形態につきましては、総務省の公立病院経営強化ガイドラインにおいて地方独立行政法人化、

地方公営企業法の全部適用、指定管理者制度、民間譲渡といった４つの選択肢が示されており

ます。市立柏病院は、平成５年の開院以降、公設民営方式を採用しており、現在は公益財団法

人柏市医療公社を指定管理者として、令和５年度から11年度までの７年間の病院運営を委任し

ているところです。今年度は指定管理期間の３年目であることから、引き続き指定管理者制度

により病院運営を行ってまいります。なお、将来的な経営形態につきましては、市立柏病院が

小児２次医療などの不採算医療や感染症対応など公立病院に求められる役割を果たしつつ、将

来にわたり持続可能な病院経営ができるよう国や他市の動向を確認するなど、調査研究を行っ

てまいります。私からは以上です。 

〇副議長（岡田智佳君） 生涯学習部長。 

              〔生涯学習部長 宮本さなえ君登壇〕 

〇生涯学習部長（宮本さなえ君） 私からは、新図書館における対面朗読の充実に関する御質

問にお答えいたします。議員御指摘のとおり、現状の柏市中央図書館におきましては、視覚障

害のある方へのサービスは十分とは言えない状況でございます。このたび将来の図書館の方向

性について市の考え方を取りまとめた図書館再編構想の策定方針におきましては、年齢、性別、
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障害の有無等にかかわらず、誰もが安心して図書館を利用し、情報にアクセスできる環境の整

備を基本的な考え方として掲げ、インクルーシブデザインの視点を取り入れた施設整備を進め

ることとしております。対面朗読につきましても読書が困難な方々に読書の機会を広く提供で

きるサービスであると認識しており、将来の図書館の整備に当たりその充実を目指してまいり

たいと考えております。それに向けて、今年度は初めて当事者団体の方と意見交換をさせてい

ただきました。今後も具体的な整備内容につきまして関係団体や利用者の皆様の御意見を丁寧

に伺いながら、当事者の方々にとって真に利用しやすい環境となるよう必要な設備の在り方や

運用方法等について検討を進めてまいります。誰もが安心して利用できる図書館づくりの実現

に向け、関係者の御意見を踏まえながら適切に取り組んでまいります。私からは以上です。 

〇副議長（岡田智佳君） 福祉部長。 

              〔福祉部長 矢部裕美子君登壇〕 

〇福祉部長（矢部裕美子君） 私からは、障害者福祉についての御質問４点についてお答えい

たします。まず、ノーマライゼーションかしわプランの次期改定から計画期間を延長する理由

についてでございます。ノーマライゼーションかしわプランは、市の障害福祉施策の総合的か

つ計画的な推進を図るための理念や方針、施策事業を定める柏市障害者基本計画と障害福祉サ

ービス等の見込み量と確保の方策を定める柏市障害福祉計画を一体的に策定するものとなって

おります。この計画のうち計画期間の延長につきましては、柏市障害者基本計画の期間を現行

の３年間から６年間に延長するものでございます。一方で柏市障害福祉計画は、国が３年ごと

に示す基本指針に基づいて作成する必要があることから、計画期間は現行計画に引き続き３年

のままとしております。そのため議員御指摘の時代や状況の変化につきましては、柏市障害福

祉計画で障害福祉サービス等の見込み量及び提供体制の確保について反映させるほか、柏市障

害者基本計画においても中間の３年目において必要な見直しを行うことで柔軟に対応していく

方針でございます。次に、障害者福祉施設における虐待防止に関する取組についてお答えいた

します。本件につきましては、大変重く受け止めており、障害者福祉施設での虐待を防止する

ためには障害者福祉施設が実施する研修会の充実、施設職員間の関係性の改善、通報義務の徹

底、外部の目を入れるなどの虐待防止体制の構築により利用者の尊厳や虐待防止意識の向上に

つながるものと考えております。先日、塚本議員、武藤議員にも御答弁し、繰り返しとなって

しまいますが、本市では障害福祉課内に障害者虐待防止センターを設置し、専任の福祉専門職

が虐待対応に従事しております。また、障害者の尊厳や虐待防止意識の向上を目的に年に３回、

市内事業所職員向けに柏市障害者権利擁護研修会を開催するとともに、虐待防止に専門的知見

のある方を事業所に派遣し、事業所に対し障害者虐待防止対策を講じるためのアドバイスや研

修等を行う柏市障害者虐待防止サポートチーム派遣事業を実施しているところでございます。

これらの対策を通じて、引き続き障害者虐待防止に向けた取組を推進し、障害者が安心して生

活ができるよう取り組んでまいります。次に、タクシー利用券の助成枚数の拡大と所得制限の

撤廃に関する御質問にお答えいたします。本市のタクシー運賃の助成制度は、障害のある方の

社会参加及び通院等の移動を支援することを目的とし、障害者手帳所持者のうち条件を満たし

た方に福祉タクシー券を交付し、タクシーを利用した場合に運賃の一部を助成している制度で

ございます。タクシー券の助成枚数につきましては、先ほど議員から御提示のありましたよう

に年間60枚を基本とし、所得が市民税所得割16万円未満の方に対しては年間120枚に増やして

おり、さらに人工透析を受けている方につきましては助成枚数をそれぞれ２倍で年間最大240枚
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に増やすことで、所得と必要度に応じたきめ細やかな制度設計に努めているところでございま

す。なお、所得に応じた助成枚数につきましては、平成22年から23年にかけて実施された柏市

版事業仕分けにおいて、心身障害者自動車燃料費助成事業について仕分人より所得に応じた燃

料費助成について提言を受けたことから、当該制度と一体的に実施している福祉タクシー助成

制度についても平成26年４月より所得に応じた助成枚数とし、現在に至っております。議員御

指摘のとおり、利用者の収入や生活実態によっては助成枚数が不足しているとの声が一部であ

ることは承知しております。一方で全体の利用状況は22％となっており、多くの方に関しては

現在の助成枚数で充足しているものと考えております。そのため、福祉タクシー券の助成枚数

を増やすことや所得に応じた助成枚数の見直しにつきましては、限られた財源の中でさらなる

財政負担の増加につながることから現時点では考えておりませんが、福祉タクシー券につきま

しては現行制度を維持しつつ、今後も利用実績や他の自治体の状況等を注視してまいります。

私からは以上でございます。 

〇副議長（岡田智佳君） 土木部長。 

              〔土木部長 内田勝範君登壇〕 

〇土木部長（内田勝範君） 私からは、タクシー利用時における障害者への支援に関する御質

問についてお答えいたします。市では、令和７年５月に市内タクシー事業者10社を対象に、電

子決済の利用状況やサポート体制に関する実態調査を実施いたしました。その結果、全ての事

業者において運賃収受への電子決済の導入が確認できました。具体的なサポート体制といたし

ましては、６社において乗客から端末操作補助を求められた際に対応しているとの回答がござ

いました。一方で残る４社では、操作補助に関して乗務員個人の判断に委ねられている状況で

ありましたが、可能な範囲で必要な支援が行われていることも併せて確認されました。なお、

一部の事業者では事前に視覚障害がある旨の申告があった場合には経験豊富な乗務員を配車す

るほか、予約時の相談内容を乗務員に伝達するなど、きめ細やかな対応に努めている事例も見

受けられました。市といたしましては、障害のある方が安心してタクシーを利用できるよう、

特に支払い時にも十分なサポートが受けられるよう今後も様々な機会を捉えながら、事業者に

働きかけてまいります。私からは以上です。 

〇副議長（岡田智佳君） 企画部長。 

              〔企画部長 小島利夫君登壇〕 

〇企画部長（小島利夫君） 私からは、公金以外の現金、口座の取扱いについてお答えいたし

ます。初めに、取扱状況についてです。昨年10月に全庁を対象とした実態調査を実施したとこ

ろ、市が関与する団体や協議会等の現金、口座の会計事務を行っている部署が36部署あり、合

わせて52団体、78口座、令和７年10月１日時点で約２億9,900万円の残高が確認されました。管

理状況については、通帳、印鑑の保管は大部分の部署で鍵付収納庫が使用されていた一方で、

会計処理を複数の職員で行っていない部署が多く、また一部では決裁や記録が不十分であると

いう課題が明らかになりました。こうした実態を踏まえ、柏市公金以外の現金等取扱基準を策

定し、令和７年11月20日に庁内へ通知したところです。この基準の主なポイントは、次の３点

です。１点目は、取扱要件の明確化です。団体等が所有する現金等を市が取り扱う場合は、当

該団体の公共性、市の事務との密接な関係性、または市職員が取り扱う合理的な理由のいずれ

かを満たす場合に限ることといたしました。２点目は、管理体制の強化です。通帳、印鑑の保

管ルールの統一、複数職員による会計処理の義務化、所属長の管理責任及び部局長による検査
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体制の整備を明記いたしました。３点目は、キャッシュカードの原則不保持です。不正リスク

を低減するため、キャッシュカードは原則として保持しないことといたしました。今後につき

ましては、来年度に改めて全庁の取扱状況を調査し、本基準の実効性を確認した上で、必要に

応じてさらなる改善を図るなど公金以外の現金等の適正な取扱いに取り組んでまいります。私

からは以上です。 

〇副議長（岡田智佳君） 第２問、内田博紀さん。 

〇５番（内田博紀君） それでは、第２問のほう再質問をいたします。まず、市長の政治姿勢

についてですが、東口の再整備事業についてでございますけれども、先ほど１問目の御答弁で

は事業手法についても今後検討していくということでございました。この間もお尋ねしている

ところではございますけれども、事業手法には、その検討の中には再開発事業というのも検討

材料として含まれていたのでしょうか。これは部長のほうにお尋ねします。 

〇都市部長（坂齊 豊君） お答えいたします。東口の地権者会合の中で協議を進めていると

こでございますけれども、事業手法につきましては今地権者会合の中で御提示しておりますの

が個別建て替え方式と等価交換方式ということでございます。そういった中で、それぞれの手

法ごとに各地権者の方の御負担がどれぐらいになるだろうかというイメージを御提示させてい

ただいております。以上でございます。 

〇５番（内田博紀君） 確認したいところは、再開発事業になることを警戒しておりまして、

再開発事業となれば当然多額の財政支出があるわけです。補助金を支出するという財政出動が

あるわけで、その辺が気になっているんですが、今の御答弁を整理すると再開発とか、あるい

は今新松戸で行われようとしている立体型の区画整理事業とか、そういうことは検討していな

いという理解でよろしいんでしょうか。 

〇都市部長（坂齊 豊君） お答えいたします。現在検討しておりますのは、市街地開発事業

等については具体な検討はしておりません。以上でございます。 

〇５番（内田博紀君） その点については、再開発となると西口、この後西口の問題も取り上

げてまいりますけども、莫大な財政支出というのが行われるわけですので、あくまでも東口に

ついては再整備、それから民間の投資で行っていくという路線は崩さないでいただきたいとい

うふうに思います。先日も議論出ておりましたし、前回の私の一般質問でもお尋ねをしておる

とこですが、今３つの案が示されているわけです。この案について具体化していく、あるいは

ほかの案も含めて、事業手法も含めて具体化していくというのは、今年の12月までに具体策が

決まるのか、その辺りのスケジュールを部長にお尋ねします。 

〇都市部長（坂齊 豊君） お答えいたします。先月、２月から今スカイプラザさんと柏駅前

第一ビルさんのほうの地権者さんのほうに個別にヒアリングを市のほうで直接やり始めたとこ

ろでございます。そういったヒアリングの状況も踏まえまして、今後の方向性を決めていきた

いというふうに考えておりますが、一つの目安として12月というのがそごうの解体の時期でご

ざいますので、そこに向けて鋭意努力していきたいというふうに考えております。以上でござ

います。 

〇５番（内田博紀君） 市のほうも当然その中で、地権者会合の中で意見を述べる機会はある

のかもしれないですが、市としては駅前に大きな緑のオープン広場が広がって、現そごうの跡

地に交通広場とビル棟、それからファミリかしわのところは建て替えという、そういう案が

2023年の未来ビジョンでは示されているわけですが、この点について市としては重く受け止め
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ていただきたいと思うんですが、ビル３棟案まで出てくると、どこ見てもビルだらけという形

になると緑のオープン広場は生きない形になってしまいます。この柏駅東口未来ビジョンの重

みを部長はどう受け止めていますか。 

〇都市部長（坂齊 豊君） お答えいたします。令和５年５月に東口未来ビジョンのほうを出

させていただいておりますけれども、この中で柏駅東口に求められるだろう３つの要素を出し

ておりますが、その実現に向けて引き続き取り組んでいきたいというふうに考えております。

以上でございます。 

〇５番（内田博紀君） ありがとうございます。やっぱり緑のオープン広場をしっかり生かし

たまちづくりというのは重要でございますので、どこを見てもビルだらけというようなまちに

ならないようにしていただきたいし、これちょっと市長にお尋ねしたいんですが、タワーマン

ションを積極的に誘導するという意向は現在でもないという理解でよろしいのでしょうか、お

尋ねします。 

〇市長（太田和美君） 現時点ではその考えはございません。 

〇５番（内田博紀君） 現時点だけではなく、将来的にもその考えを、見解を維持していって

いただきたいと思います。次に、西口の北地区についてでございますけれども、西口の北地区

については私はもう限界に来ていると思うんですね。１問目でも述べたように大手百貨店の撤

退、あるいは資材価格の高騰、そして都市計画提案の遅延という状況が続いています。これは、

もう私は断念、白紙撤回を準備組合に今から働きかけていくべきだと考えていますが、１問目

の御答弁では現段階でやっぱり都市計画提案を待って、その上で法令等の精査を行っていくと

いうような趣旨だったかと思うんですけれども、補助金が執行されたらもう止まらなく出てい

くわけですよね。この補助金の執行というのを止めるという意味では、今からやっぱり断念を

する、白紙撤回にしていくということが必要です。なぜこう申し上げるかというと、この西口

の再開発はタワーマンション構想なんですよ。タワーマンション構想を昨年行った、一昨年で

したか、アンケートの中でも住居系を望んでいる市民というのは極めて少ないというか、ほぼ

ほぼいない。公共施設の誘致とか広場とか、そういう意見が多かったわけですね。そういう市

民が望んでいない、そして事業採算性も限界がある、そういう事業をこのまま推し進めていく

ということには違和感を感じます。それで、西口って、北地区は本当に再開発事業じゃないと

できないのかどうか、ちょっと部長にお尋ねしますけれども、例えば道路整備とか各種公共性

があるというのであれば、各ビルに対しての個別の支援とか、そういう再開発という形態を取

らなくてもまちづくりというのはできるんじゃないんでしょうか。お答えください。 

〇都市部長（坂齊 豊君） お答えいたします。まちづくり、インフラ整備等をしていくに当

たりましては、様々な手法があるかと思っております。ただ、西口北地区は駅近接、非常に近

いという立地であることから、高度利用していくとか、あとは今木造家屋が密集、もしくは先

ほど市長のほうからも御答弁させていただいておりますけれども、道路が非常に狭隘であると

か、様々なそういった課題がございます。そういった課題を解決していくに当たりましては、

その市街地開発事業という手法が最も合理性が高いのかなというふうに認識しております。以

上でございます。 

〇５番（内田博紀君） では、仮に再開発とするならば、どうしてこれがタワーマンション構

想になっていくのでしょうか。私はそこが疑問でしようがないところなんですが、タワーマン

ションをこれだけ誘導していくということについて、どういう経過でそうなったのか、ちょっ
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と部長に整理を求めます。 

〇都市部長（坂齊 豊君） お答えいたします。まず、西口北地区、既存で戸建て住宅がござ

います。マンションもございますけれども、そういった住宅がございますので、そういった方

のお住まいをまず確保していかなくちゃいけないということがあろうかと思います。あとは、

ある程度の人口の方がお住まいになることで駅前の昼夜間人口のバランスというところもよく

なることによって、昼も夜もにぎやかなまちが実現していくというところが考えられるかなと

いうふうに思っております。あと、こちらの西口北地区の市街地開発事業でございますけれど

も、タワーマンションだけを建てる計画ではございませんので、商業施設と併せて全体でバラ

ンスのいいまちをつくっていくということが大事なのかなというふうに考えております。以上

でございます。 

〇５番（内田博紀君） 私は、西口については何もタワーマンションを積極的に誘導すること

はないし、そもそもタワーマンション構想であればこれは白紙撤回を求めていただきたいし、

もしまちづくりをするのであれば狭隘道路の改善は道路整備で、居住者の居住権を確保するの

であれば宅地造成で、方法は幾らでもあるかと思いますので、そういう意味では準備組合側と

丁寧に話し合っていただきたいということを申し添えます。 

 続きまして、学校教育について、公立夜間中学の開設についてでございますが、教育長の御

答弁ですと松戸市にあるから、そちらで受け入れていけばいいと、機能が充実できているとい

うようなことでございましたけども、それであれば今までニーズ調査や、それから視察も行っ

てきたわけですよ。これについてどういう、じゃまず視察のほうから教育総務部長にお尋ねし

ますけど、視察でどういったことを習得してきたんでしょうか。どれくらいのところにどうい

う目的で視察をして、何を習得してきたか、端的にお答えください。 

〇教育総務部長（中村泰幸君） 御答弁申し上げます。これまでの視察に関しましては、市内

でそういった学び直しを受け入れている学校であったり、近隣ですね、そういったところに対

してどのようなニーズがあるのか、またどういった形の方がそういったところに行っているの

かということを見てきております。その内容のほうを整理しております。以上です。 

〇５番（内田博紀君） 何を習得したかとお尋ねいたしました。もう一度お願いします。 

〇教育総務部長（中村泰幸君） お答えいたします。どういった方々がこの学び直しを求めて

いるのかということを学んだところです。以上です。 

〇５番（内田博紀君） その上でニーズ調査も行ったわけですよね、視察を受けて。このニー

ズ調査を、かなりこれは大規模なニーズ調査を行ったと思うんですが、このニーズ調査でどう

いうことが見えてきたんでしょうか。もう一度部長にお尋ねします。 

〇教育総務部長（中村泰幸君） お答えいたします。ニーズ調査で分かったものとしては、中

学校に卒業したけれども、病気やけが、そういったもので学び直しをできなかった方がそうい

ったものをしたいとか、夜間中学での学びに満足しているとか、または資格を取りたいとか、

そういったものが見えております。以上です。 

〇５番（内田博紀君） 次に、教育振興計画のことも１問目にございましたので、そこについ

ても触れたいところなんですが、その前に確認したいところは、よく学び直し、学び直しと言

うんですけれども、公立夜間中学というのはそもそも学習権保障なんですよ。学びへの権利を

保障するんです。憲法26条に基づいて、これは学習権を保障していくもんなんですね。学び直

しの人も当然いるでしょう。それから、学びを得られなかった方の学習権保障もあるでしょう。
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それから、外国籍の方の日本語教育もあるでしょう。そういうところも含めて、私はその学び

直しという一くくりではなくて、学習権保障という視点が必要だと思うんですが、教育振興計

画を聞く前に教育長にその認識だけ確認します。 

〇教育長（田牧 徹君） おっしゃるとおりだと思います。ただ、先ほど答弁しましたとおり、

夜間中学の目的とリカレント教育の目的は違っておりますので、一緒くたにしてリカレント教

育というふうにくくるつもりはございません。 

〇５番（内田博紀君） その学習権を保障していくという視点は、大変大事なことだと思って

おりますので、学習権保障という考えにしっかり立って、夜間中学についてはやはり検討して

いく。せめてこれまで予算にも公立夜間中学の調査研究というのはずっと上がってきているわ

けですし、現教育振興計画においても公立夜間中学の調査研究という言葉については述べられ

ているわけです。これが消えていくわけです。そういうことでいうと、教育振興計画の話に移

りますけれども、１問目でいただいた教育振興計画の関連するところですと、パブリックコメ

ントを行っていると思うんですが、パブリックコメントでは公立夜間中学については開設に向

けて求める意見があったかと思いますが、具体的にはどのような意見が出されているでしょう

か。教育総務部長にお尋ねします。 

〇教育総務部長（中村泰幸君） お答えいたします。パブリックコメントで寄せられた夜間中

学に関する意見といたしましては、設置してほしいであったりとか、先ほど議員のほうもおっ

しゃっていましたけれども、リカレント教育に置き換えられているんではないかとかいったよ

うな意見がございました。以上です。 

〇５番（内田博紀君） それを受けて今策定中で、まさに今年度いっぱい、今月中に出てくる

と思われる、策定されると思いますけれども、教育振興計画ですけれども、ここに反映される

かどうかはまだはっきりは分からないですけれども、仮にこれは反映されていないとしても、

やっぱり今までの経緯というのがあるので、いつかはしっかり予算化していただきたいですし、

松戸市にあるからという理由で、そこでニーズが足りているという判断には立ってほしくない

ということを強く申し述べる次第でございます。リカレント教育については、リカレント教育

と公立夜間中学は違うということは、生涯学習とやっぱり学校教育である公立夜間中学は違う

という認識を教育長もお持ちであったことについては、そこは歓迎いたしますけれども、であ

れば、生涯学習の部分のリカレント教育の充実を否定するものではないんですが、学校教育と

して学習権を保障しなければならない公立夜間中学というのについてもやっぱり検討は深めて

いくという必要があります。例えば具体的に公立夜間中学以外に、もう一度教育長にお尋ねし

ますけれども、学習権保障、憲法26条が示す学習権保障を担保できる学習機会というのはほか

にあるんでしょうか、お答えください。 

〇教育長（田牧 徹君） お答えいたします。柏市ではまだ設置には至っておりませんけども、

学びの多様化学校とか、そういったもう一度学びたいと、義務教育学校で十分な学習ができな

かった子供たち、もしくは不登校の子供たちに向けてのいろいろな形の学校というのが今いろ

んなところで設立されつつあります。 

〇５番（内田博紀君） 私は、伝えたいことは義務教育を受けられずに学習権を保障されなけ

ればならない学齢期を超過した市民についてです。学齢期を超過した市民の受皿というのは、

やはり公立夜間中学しかないというふうに思っています。その点についてはしっかり理解を深

めていただきたいと思います。 
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 続きまして、市立病院の建て替えについてでございますけれども、理事の御答弁ですとちょ

っと微妙なところがございまして、総務省から示されている４点の方針があったわけですけど

も、その中で民間譲渡というのが４点目に示されていましたが、今後調査研究するということ

ですが、現段階では指定管理者の枠は外さないで運営していくんでしょうけれども、将来的に

はこの総務省が示している４点目ということも議論のテーブルに上がってしまうという、そう

いう危険な状況になってしまうんでしょうか。ちょっと理事にもう一回確認します。 

〇健康医療部理事（小倉孝之君） お答えいたします。運営形態につきましては、今回国から

ガイドラインが示されまして、３年前ですけれども、地方独立行政法人化のほか、民間譲渡と

いうものもございました。過去にも平成29年度に審議会で議論した際にも、この民間譲渡を含

めた運営形態について議論しております。現在は、議員御指摘のとおり、指定管理者制度の運

営以外の検討を行っている状況ではありませんが、こういった状況もありますので、市立柏病

院、小児医療や感染症医療、こういった役割を適切に発揮できるような運営形態については、

引き続き検討してまいりたいと思います。以上です。 

〇５番（内田博紀君） 何となく微妙なお答えだったかと思うんですけども、総務省が示され

た４点目の民間譲渡、つまり民営化ということですよね、指定管理者の枠を外して。これは、

絶対に私は市立病院においてはやってほしくないと思っています。指定管理者の公募、ちょっ

と公募か非公募かはお答えづらいかと思うんですが、次期指定管理者の指定のときは、これは

公募を採用するんでしょうか、非公募を採用するんでしょうか、理事にお答えを求めます。 

〇健康医療部理事（小倉孝之君） お答えいたします。指定管理者制度につきましては、導入

ですと、今は３年目ですので、最終年度に一般的には指定管理者の導入方針検討委員会を開催

いたしまして、そこでどのような期間、どのような内容で、そして今議員御指摘の公募、非公

募についても審議、議論して決定することになるかと思います。以上です。 

〇５番（内田博紀君） 私は、民間の医療資本が参入してきて、指定管理者の枠を外してしま

うのではということを非常に警戒しています。こういうことがないように、公募か非公募か、

どっちがいいかという判断はここでお示しするのは適切ではないと思いますが、少なからず民

間医療資本にこの市立病院が運営が移るということがないように、今からそこら辺は検討して

いただきたいと思います。 

 続きまして、障害者福祉についてでございますが、虐待のところでございますが、市内の相

談の中であるのは介護放棄についてです。具体的にいただいているのは、グループホームに本

来いるべきスタッフが夜間いなくて、冷房が下げられない、冷房が切れないということで消化

管症状を起こしてしまったという事例とか、あとはとある法人さんが移動支援事業でお風呂と

プールを希望していたのにショッピングのほうに誘導されたとかというような事実というのを

聞いています。これは御相談も入っているかと思うんですが、こういう運営に対してはどうや

って指導監査課も含めて、これは虐待だけの問題じゃない、契約の問題もあると思うんですよ。

こういうことについては、福祉部としてはどのように今後事案が起きたら指導、対応していく

んでしょうか。福祉部長にお尋ねします。 

〇福祉部長（矢部裕美子君） お答えいたします。様々な事象が生じることがございますが、

まず御本人、御家族側にその事象が起こった内容について詳細に聞き取りまして、またその事

実確認として施設側に状況を確認します。もしその事案が虐待判断というところまでには至ら

なかったとしても、施設側に落ち度があったり、規定にそぐわないことがあったりということ
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があれば、規定にそぐわないときは指導監査が入りまして、きちんと内容を確認していく。ま

た、職員のソフト面での対応に関しましては、施設側の職員に落ち度があった場合等であれば

その辺りを確認しまして、利用者への適切な支援に努めなければならないということを口頭指

導、または改善に向けてのこちらの指導を行わせていただいております。以上です。 

〇５番（内田博紀君） ちょっと時間がありませんので、個別の事例について幾つか対応策を

聞こうと思っていたんですが、時間がなくなってしまいました。項目としてはもう通過してい

るので、元には戻りませんが、今日の東海第二原発の御答弁は非常に不十分なものでございま

したので、この件については６月議会でしっかり話していきたいと思います。福島第一原発の

爆発から15年が経過した今日、市長のほうから東海第二原発の再稼働はしないことが望ましい

との意見、見解が示されなかったというのは残念でございますし、住民については反対の意思

を表明していることができないということを残念に思っています。以上で私の一般質問を終わ

ります。 

〇副議長（岡田智佳君） 以上で内田博紀さんの質疑並びに一般質問を終わります。 

                                

〇副議長（岡田智佳君） 暫時休憩いたします。 

               午前１１時２５分休憩 

                    〇           

               午後 １時開議 

〇議長（坂巻重男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 質疑並びに一般質問を続行いたします。 

 次の発言者、田口康博君。（「頑張れ」と呼ぶ者あり） 

              〔２番 田口康博君登壇〕 

〇２番（田口康博君） 日本共産党、田口康博です。本日、東日本大震災から15年です。私た

ちは忘れてはいけません。通告に従い、質問します。まず、環境について。１点目、柏市環境

基本計画に関して、本年度までの10年間の第三期と新年度からの10年間の第四期の計画案の特

に脱炭素については、いずれも委員会で確認します。答弁は結構です。この第四期計画案には、

発がん性など人体への有害性が指摘されている有機フッ素化合物、ＰＦＡＳの問題に関し、こ

のような表記があります。「ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡによる河川及び地下水の汚染について、汚染

機構の把握と対策に取り組みます」です。１万種類以上と言われる有機フッ素化合物、ＰＦＡ

Ｓは、ＰＦＯＳとＰＦＯＡ以外も人体への有害性が明らかになってきており、ヨーロッパでは

ＰＦＡＳ類ゼロの流れです。鎌ケ谷市では、ＰＦＡＳの血中濃度検査を公費補助しており、住

民の血液からＰＦＡＳの一種であるＰＦＨｘＳが極めて高い濃度で検出されています。ＰＦＨ

ｘＳも人体への有害性が明らかになってきており、昨年12月、化学物質の規制に関する化審法

の第１種特定化学物質に追加され、その関連物質が今年６月より製造、輸入、使用が原則禁止

されます。第四期が10年先までの計画にもかかわらず、ＰＦＯＳとＰＦＯＡの２種類しか取り

上げていないのは非常に問題です。少なくともＰＦＡＳ類と表記することを求め、見解を問い

ます。画面お願いします。また、土壌のＰＦＡＳ汚染検査のことが表記されていません。ＰＦ

ＡＳ汚染は、土壌、地下水、河川、大気などの場で相互に関連し合っているというのが科学的

な捉え方です。この図のように環境省は土壌中のＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ、ＰＦＨｘＳに係る暫定

測定方法を示しています。第四期のＰＦＡＳ問題に少なくとも土壌を対象とし、その文言を入
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れるべきと考えますが、どうか。画面ありがとうございました。２点目は、ゼロカーボンシテ

ィとソーラーシェアリングに関して。私は、昨年９月議会で匝瑳市のソーラーシェアリング施

設を紹介しました。ソーラーシェアリングとは、農業の継続を前提に農地の上部空間を太陽光

発電に利用する仕組みで、営農型太陽光発電とも呼ばれます。エネルギー問題と食料問題の両

方を解決する突破口となるものです。これは、本県市原市が発祥で、世界に広がっています。

ソーラーパネルの下で行う活動も農業以外にも多様化し、言葉の定義も広がっています。本市

の執行部なども私たちの視察の後、同施設を視察したと聞いています。本市でソーラーシェア

リングの政策を進めるに当たっての参考になるものがあったのではないですか。答えてくださ

い。千葉県は、ソーラーシェアリングが最も進んだ地域ですが、そこでは会社組織で進めてい

るところが大きく成功を収めています。本市では、自治体新電力、かしわパブリックエネルギ

ー株式会社が始動しますが、ソーラーシェアリングはまずそのような組織で導入することが現

実的であると思うが、どうか。千葉県では、匝瑳市とこの後述べる市川市、そして千葉市と銚

子市が環境省の脱炭素先行地域に指定されています。全国では133市町村、102提案が選定です。

柏市では、この脱炭素先行地域に提案しようという動きはなかったのでしょうか。画面をお願

いします。私と矢澤議員は、昨年10月、市川市に本学が所在する千葉商科大学が運営する千葉

市緑区のこのソーラーシェアリング施設を視察しました。ここでは、昨年はソーラーパネルの

下でサツマイモを栽培し、訪れた日はちょうど収穫イベントの日で、市川市の家族が招待され

ていました。このように太陽エネルギーを電気エネルギーに変換するソーラーパネルの下で、

人々が太陽による光合成の産物である収穫物を享受する、人類の一つの未来の姿を見ることが

できました。この千葉商科大学は、世界の企業や団体が自らの事業の使用電力を100％再生可能

エネルギーで賄うことを目指す国際的なイニシアチブ、ＲＥ100を達成している大学です。画面

ありがとうございました。質問です。柏市と最も結びつきのある東京大学の柏の葉キャンパス、

その柏の葉は本議会でも知の集積地と表現がありました。そこの再エネ率は何％と聞いていま

すか。また、柏市は、東大柏の葉と脱炭素についてもより連携を深め、相乗効果を及ぼす取組

が必要ではないでしょうか。３点目、ＰＦＡＳ問題対策に関して。本議会では、金山落や使用

する井戸水に高濃度のＰＦＡＳが検出され、不安を抱える藤ケ谷地区の住民などからＰＦＡＳ

問題の解決をしてほしいという請願が出されています。また、昨年12月、ダイキン工業淀川製

作所周辺で高濃度のＰＦＡＳ汚染に苦しむ住民が公害調停を申し立て、受理されました。柏市

は、市民の声にしっかりと向き合い、ＰＦＡＳ問題は公害問題であるという認識で取り組んで

いただきたい。まず、有機フッ素化合物、ＰＦＡＳ問題の歴史をかいつまんでお話しします。

画面お願いします。ＰＦＡＳの歴史は、1938年、アメリカ、デュポン社によるテフロンの開発

から始まります。1950年代以降、米３Ｍ社、ＰＦＯＡ、ＰＦＯＳを開発、用途と種類も拡大し

化。しかし、1980年頃からデュポン社、３Ｍ社で健康被害が認識され始め、社内の調査が行わ

れます。1990年代から周辺住民からの訴訟が続き、2000年、３Ｍ社はＰＦＯＡ、ＰＦＯＳ製造

中止、2005年から約７万人を対象とした大規模なデータ収集、Ｃ８ヘルスプロジェクト、大規

模疫学調査実施、2012年、最終結果公表。この疫学研究などにより、図右側２、３に示すよう

なＰＦＡＳが健康に与える影響について分かってきました。３Ｍ社は、これまで1.8兆円もの和

解金を払うなどとしています。2015年、米国環境保護局、ＥＰＡ、業界主要８社とＰＦＯＡ、

ＰＦＯＳ廃絶に合意。2023年、米ミネソタ州でＰＦＡＳ規制、アマラ法成立。アマラさんは、

ＰＦＡＳ汚染が原因と見られる肝細胞がんを15歳で発症、20回を超える手術を受けながらＰＦ
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ＡＳ規制を訴え続け、20歳でこの世を去る直前に行った必死の議会証言が成立の決め手となり

ました。このアメリカでのＰＦＡＳ問題対応は、ヨーロッパでもよく反映されていますが、日

本での取組はこれから述べるように大いに疑問がつきます。さて、昨年９月議会の私のＰＦＡ

Ｓに関する質問への答弁で、ＰＦＡＳとの関連が指摘されているがんの罹患状況について千葉

県にデータ取得申請手続中とのことでした。この件はどうなりましたか。来月４月から環境省

は飲み水のＰＦＡＳ規制として、１リットル当たりの水にＰＦＯＳとＰＦＯＡの合計を50ナノ

グラムパーリットルまでとする水質基準を運用するとしています。これまでの暫定目標値、指

針値をそのまま当てはめたものですが、海外と比べると隔たりの大きさが際立ちます。アメリ

カは、バイデン政権でＰＦＯＳ、ＰＦＯＡそれぞれ４ナノグラムパーリットルにすることとし

ました。無法極まるトランプ政権もこれに手をつけていません。カリフォルニア州でも家庭用

品などからＰＦＡＳを段階的に排除するなど、州レベルでの厳しい規制が増えています。ヨー

ロッパＥＵでは、１万種類以上と言われているＰＦＡＳをゼロにする流れです。なぜ日本の基

準はこんなに甘いのでしょうか。これまでのＰＦＡＳ問題に関する本議会での答弁で、現在の

日本のＰＦＡＳ対応の基となった評価を定めた内閣府食品安全委員会とその評価書について言

及がありました。食品安全委員会が設けたＰＦＡＳ基準の算出根拠、それが１日にＰＦＡＳを

体の中に取り込んでも健康に影響がないとする耐容１日摂取量、ＴＤＩです。図の左下４のよ

うに食品安全委員会がＴＤＩを決めるまでの過程をたどると、当初リスク評価に必要とされた

257本の論文のうち190本が除外されました。そのうち評価ＡＡの最重要文献は122本です。そし

て、20年前に行われた動物実験のデータで、関連性が低く、評価には不要と考えられる評価Ｃ

を含む文献201本が追加されました。人を対象とする疫学研究を十分な証拠がないなどとして

全て退けました。もっともそれが顕著に表われているのがＰＦＡＳの腎臓がんに対する影響で

す。その結果、ＴＤＩは欧米と比べて60倍から666倍も大きなものに、つまり緩くなりました。

このようなことが今回の緩いＰＦＡＳ水質基準、そして血中濃度検査も進めようとしない国、

そしてそれに追随する柏市の対応にもつながっていると思います。このようになった原因に関

し、重大なことがあります。それは、食品安全委員会の専門家による会議は公開で９回開かれ

たものの、その裏で非公開の打合せが24回も重ねられていました。しかも、その記録は保存期

間１年未満で廃棄したと食品安全委員会は説明しています。内閣府の文書管理規則では、食品

健康影響評価の経過に関する文書は30年保存すべきと定められているにもかかわらずです。私

たちの命や健康を守るための方針を定めた根拠が闇に葬られたと言えるのではないでしょうか。

これらのことについて昨年３月24日、参議院環境委員会及び３月28日の参議院予算委員会で、

当時立憲民主党の川田龍平議員が追及しています。ここで食品安全委員会は非公開の打合せを

初めて認めました。そして、論文差し替えの理由を答えられませんでした。画面ありがとうご

ざいました。柏市は、この国会の質疑を把握していますか。この国会でのやり取りからも、食

品安全委員会が出したＰＦＡＳの健康影響に関する評価書が信用できないものであり、これま

での公害問題がそうであったように国の方針をうのみにするだけでは市民の命、健康を守るこ

とはできない。地方自治の本旨に基づき、ＰＦＡＳ問題においても血中濃度検査公費補助など

柏市が積極的に市民の命、健康を守る取組をすべきと考えるが、どうですか。また、代表質問

で武藤議員が述べたように、ＰＦＡＳ問題の広報において鎌ケ谷市が軽井沢地区にＰＦＡＳ情

報掲載の軽井沢通信を月に１回以上配付、私が聞いたところでは市役所職員が自ら配付とのこ

とです。環境部長は、この答弁で柏市のホームページにＰＦＡＳ情報を掲載したとのことでし
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た。画面をお願いします。下左２つは、鎌ケ谷市のスマートフォン用ホームページです。ＰＦ

ＡＳの情報がトップページのお知らせに掲載されており、すぐに情報にたどり着きます。右２

つが柏市のものです。トップページからＰＦＡＳの情報にたどり着くことは非常に困難です。

上は、本議会に提出された補正予算案でＰＦＡＳ対応の浄水器等設置補助金の予算が1,002万

円も減額されています。これは、柏市のＰＦＡＳに関する広報が不足していることの表れでは

ないでしょうか。藤ケ谷地区の住民の方からももっとお知らせが欲しいとの声が届いています。

詳細について委員会で聞きます。ここでの答弁は要りません。画面ありがとうございました。

４点目、学校給食センター予定地のＰＦＡＳ汚染について。画面をお願いします。本議会にお

いて新しい学校給食センターの用地として、海上自衛隊下総航空基地正門前の旧自衛隊官舎用

地を取得し、建設する計画が出されました。左の図は、千葉県、柏市、鎌ケ谷市、白井市が公

表したＰＦＡＳ調査の資料を市民団体がまとめ、ＰＦＡＳ汚染の分布を表したものです。この

図で楕円で囲まれた場所は、環境省が暫定指針値とする１リットル当たり50ナノグラムパーリ

ットルを超える井戸水が検出された井戸の存在する範囲です。給食センター建設予定地が暫定

指針値の30倍、1,500ナノグラムパーリットルの井戸が存在する範囲を表す２つの楕円の交点

付近に位置します。つまり給食センター予定地の地下には、暫定指針値の少なくとも30倍のＰ

ＦＡＳに汚染された地下水が流れていることが推定できます。右の図は、下が下総基地のＰＦ

ＡＳろ過装置の運用後の排水のＰＦＡＳ濃度、上が金山落のＰＦＡＳ濃度です。ろ過装置の運

用にもかかわらず、金山落のＰＦＡＳ濃度は下がっているとは言えません。このことから、こ

の付近の土壌と地下そのものがＰＦＡＳに汚染されていると考えられます。これには下総基地

でかつてＰＦＡＳを含む航空機用泡消火剤を訓練及び実際の消火で使用していたことが原因で

はないかと言われています。他の例を挙げると、ドイツのアンスバッハ米陸軍駐屯地周辺は地

下７メートルまでＰＦＡＳに汚染されていましたが、米軍は泡消火剤使用による原因を認め、

米軍自らの予算でその汚染処理を行っています。次お願いします。下総基地で訓練や実際の火

災で泡消火剤を使用していたならば、それは風に乗って空気中を飛散し、やがて地面に沈着し

ます。そこでまず、その場所の土壌のＰＦＡＳ汚染が起こると考えられます。ＰＦＡＳを含む

薬剤は、やがて地下に浸透し、地下水を汚染します。ここで気をつけるべきは、地下において

は水は毛細管現象などによって下から上に移動することがあり、汚染された地下水がやがて土

壌を汚染することがあるということです。土壌の構成物、泥などにＰＦＡＳは付着し、または

ＰＦＡＳを含む水分が凝集し、ＰＦＡＳを含む水滴、ミストとなります。このＰＦＡＳを含む

泥やミストが空気中を移動し、窓や出入口から、または人の靴や衣服、車両や物品に付着して

給食センターの中に入ればどうなるか。給食がＰＦＡＳに汚染されるリスクが生じます。もし

給食センター用地を全てアスファルトやコンクリートで覆ったとしても、この周辺の土壌から

のＰＦＡＳの侵入は起こり得ます。質問です。仮に予定地に給食センターを建てるとしても、

以下のことは最低限必要と考えます。１、土壌のＰＦＡＳ分析、２、地下のＰＦＡＳ汚染の観

測井戸を作り、地下水を継続的に観測、分析すること、３、ＰＦＡＳを含む泥やミストが給食

センターに侵入しないための換気システムと人や車両の出入口をＰＦＡＳ汚染物質が侵入でき

ないシステムにすることが必要と考えるが、以上どうか。画面ありがとうございました。また、

汚染された物体が周囲の物体を汚染し、汚染が拡大していくことをクロスコンタミネーション

といいます。柏市は、私が指摘するまでもなく、この用地の土壌及び地下、地下水がＰＦＡＳ

に汚染されたと認識して土地の購入、建設を進めていると捉えます。その上で土地の所有者に
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なれば、ＰＦＡＳ汚染の新たな原因者になるであろうということも申し添えておきます。 

 次に、防災について。１点目、首都直下地震の被害想定と対策、最終報告を受けての柏市の

防災政策に関して。昨年12月、政府は首都直下地震の新たな被害想定を公表しました。死者１

万8,000人、被害総額は83兆円としています。これを受けて柏市は、今後新たな防災アセスメン

ト調査を行うとのことですが、新たな想定の根拠となったものの趣旨を踏まえ、速やかに柏市

の防災に生かす取組を期待します。今回の首都直下地震被害想定では、初めて災害関連死者数

が算出され、約１万6,000から４万1,000人と推計されました。柏市では何人と推計しますか。

災害関連死はあってはならない、ゼロにすべきものです。柏市では、持病のある人など要支援

者にどのように重点的に対策をし、災害関連死をなくすつもりですか。日本では、学校体育館

などでの避難所生活長期化がなかなか改善しません。また、阪神・淡路大震災から能登半島地

震に至る大規模災害後、被災地の惨状がなかなか改善しないのに比べ、少し離れた地域では何

事もなかったかのように日常が営まれている光景を目にします。これは、伊勢湾台風を受け、

1961年に成立した災害対策基本法において基礎自治体としての市町村の被災自治体があまりに

も重い責任、負担を担っていることの表れと考えます。災害対策基本法の限界ではないでしょ

うか。特に災害関連死をなくすためにも避難所の問題など国がより主体的役割を果たすべきと

考えますが、どうですか。また、新年度、国は防災庁を設置するとしていますが、災害関連死

ゼロに関して自治体として何を期待しますか。２点目、防災気象情報大変更への対処に関して。

画面お願いします。国は、５月下旬、気象の警報などを大きく変更します。例えばレベル４、

土砂災害危険警報など初めにレベル１から５で災害対応の緊急性をレベルで伝え、その後内容

を伝えます。運用まで２か月少ししかありません。この議場にこのことを知らなかった、初め

て聞いたという人がいらっしゃったら、それは現時点でのこの情報に関する広報の不足を意味

します。柏市は、この新しい防災気象情報についてどう確実に広報するつもりですか。広報か

しわやホームページでは明らかに不足です。特に高齢者や障害者、乳幼児とその保護者など、

災害弱者とそれを支援する人には一刻も早く伝えなくてはいけません。個別のお知らせが必要

です。また、人が集まるところや宣伝カー、この本庁舎での垂れ幕など、具体的で効果的な広

報の仕方を示してください。さらに、この防災気象情報変更で柏市の防災体制が大きく変わる

ところがありますか。画面ありがとうございました。３点目、能登半島地震２年を受けて事前

復興の防災対策をです。現在ドローンが社会の様々な用途で活用されてきています。ドローン

の性能向上は日進月歩です。八潮の道路陥没事故でも千葉市の会社のドローンが被害者捜索に

貢献しました。能登半島地震でもドローンがもっと有効に活用されていれば、災害対応の違っ

た局面があったかもしれません。画面をお願いします。柏市では、消防局においてドローンを

運用しています。先日、松葉町の消防指令センターにて消防ドローンの運用に関する説明と、

このように飛行の様子を見せてもらいました。火災など災害現場での活用に大変心強く思いま

した。画面ありがとうございました。質問です。柏市では、いつからどのような機材、体制で

ドローンを運用していますか。また、活用の具体的事例を挙げてください。また、後ほど述べ

ますが、消防でのドローン利用は火災や災害の現場など、緊急的、短期的活動が主に想定され

ていると思いますが、災害からの復興や日常の業務など長期継続的な運用には消防職員だけで

はなく、市役所職員が自らドローンを運行できることが必要と思います。市役所にドローンを

導入する際、消防局はドローン導入の手続の仕方や運航制限など、基本的な知識を市長部局に

教えるなど支援をすることは可能でしょうか。次に、住家被害認定調査と罹災証明書に関して。
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さて、能登半島地震から２年が経過、復興は進んでいるでしょうか。地震発生からこれまで最

も混乱した行政の対応の一つが住家被害認定調査と罹災証明書です。画面お願いします。左が

住家被害認定調査の調査票です。その結果、被災者が得られる罹災証明書が右です。被災者が

復興に向けて歩み出す初めの一歩となる書類が罹災証明書ですが、能登半島地震では住民から

のたくさんの申請をこなすためにスピード重視で被害認定を行ったが、住民からの不服が相次

ぎ、結果的に罹災証明書の発行が遅れた自治体がありました。災害対策基本法第90条の２には、

市町村長は被災者から申請があったときは遅滞なく罹災証明書を交付しなければならないとあ

りますが、スピードとともに正確さも求められる業務です。住家が半壊以上と判断されるかど

うかで住民の負担は天と地の開きがあるとも言われます。住民の不満の矢面に立たされるのは、

市役所職員です。災害が起こる前に復興の体制を整えておくこと、これが事前復興の考え方で

す。質問です。首都直下地震などで多くの家屋が倒壊、破損が想定されるが、その被災家屋の

住家被害認定調査を行う部署はどこですか。担当者は何人ですか。研修の内容と災害時の業務

体制を述べてください。柏市直下地震の想定では、全半壊の家屋は計１万8,786棟、申請の数は

それをはるかに超えるものと思われます。大規模災害時に職員の調査体制をどのように拡充し

ますか。もちろん市役所職員だけでは到底数が足りません。民間の力が必要です。現在協定を

結んでいる団体などがあるかと思いますが、それ以外にも保険会社の家屋調査の専門家など、

民間の協力をさらに得られるような取組が必要と思いますが、どうですか。また、住家被害認

定調査の担当者が建築が専門でないことが多く、その技術的問題も指摘されています。担当部

署と本市の建築の専門のいる部署との連携はどうなっていますか。さらに、共に研修を行うな

ど連携の機会を増やしてもらいたいと思いますが、どうですか。能登半島地震では、住家被害

認定調査を効率的に行うために、図右下のようにドローンが活用されました。現在担当部署に

ドローンを運用できる人はいますか。このような災害からの復興及びその準備としての事前復

興、日常の行政の様々な業務でドローンの継続的な運用が期待されます。それは、火災や災害

時の緊急で短期的なドローンの運用とは分けて考えるべきです。画面ありがとうございました。

危機管理部に尋ねます。ドローン運用に関して民間との協定もあるとも聞きましたが、防災担

当部署として消防とは別に市役所職員も自らドローンを運用できることがこれから必要となる

と思います。防災担当である危機管理部が中心にそれを担ってもらいたいと考えますが、どう

か。 

 次に、子供政策について。４月からこども誰でも通園制度が本格実施されます。柏市では、

昨年10月から先行実施しています。９月から12月に認定を受けた零歳から２歳の子供、計369人

のうち、零歳が228人で３分の２を占めています。驚きとともに需要の多さを認識しました。先

行実施前の９月議会でも指摘しましたが、私が最も心配するのは乳幼児突然死症候群、ＳＩＤ

Ｓです。日本での発症頻度は6,000から7,000人に１人、生後２か月から６か月に多い。対策と

して、うつ伏せ寝にさせないことが重要ですが、基本的に死亡原因が分からないというもので

す。９月議会でこども部長は、通常保育で保育士による睡眠中のチェックシートを用いた観察、

心肺蘇生などのＳＩＤＳに関する研修をしており、こども誰でも通園制度でも同じ対応と答弁

しました。しかし、国の制度としてのこども誰でも通園制度では、利用時間は月に10時間まで

です。利用する子供はたまにしか来ない、または初めて預かる子供も多いわけです。そうする

と、いつもの様子と違うという気づきを得ることが非常に難しい。また、慣れないところでは

やはり子供はストレスを受けているのだとも言われます。私は、こども誰でも通園制度の特性
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上、子供の命を守るためには通常保育の体制では不足ではないかと思います。例えばＩＣＴ機

器の活用です。天井につけたカメラのＡＩ画像処理でうつ伏せ寝を検知するもの、センサーつ

きのボタン、呼吸や体動を感知するマットなど様々な製品があります。保育士によるしっかり

とした確認に加え、このようなＩＣＴ機器で補助をすることも検討すべきではないでしょうか。 

 最後に、沼南近隣センターについて。昨年度末に沼南近隣センターひまわりプラザが耐震性

の問題を理由に突然閉鎖されて１年がたちます。この間柏市は、その再建に向け地域住民や利

用者団体などへの説明やアンケートなどを行ってきたと承知しています。住民、市民が望む施

設が再建されることを願うとともに、本議会冒頭教育長が新年度教育行政方針で示した第六次

芸術文化振興計画策定、図書館再編構想の目的を必要十分に満たす施設となることが柏市が提

案する政策としては必然でしょう。そこで、２点質問します。画面お願いします。１点目、１

年前の議会でも掲示しましたが、旧柏市と旧沼南町の合併協定書では、沼南町中央公民館であ

った沼南近隣センターは、ホールを併設するアミュゼ型コミュニティセンターとするとありま

す。この合併協定書の規定は今も生きていますか。画面ありがとうございました。２点目、現

在住民の一部が参加する沼南近隣センター建設の整備検討会が実施されていることを承知して

います。検討会委員の方からは、自分の意見が住民代表のように施設の方向性を左右すること

に責任を痛感し、任が重過ぎるとも思う。アンケートだけでなく、住民から直接意見を聞いて

ほしいという声が寄せられています。柏市は、今後住民の意見をどのように聞き取り、集約し、

再建検討を進めていくのか示してください。以上、１問目終了します。 

〇議長（坂巻重男君） ただいまの質問に対する答弁、環境部長。 

              〔環境部長 後藤義明君登壇〕 

〇環境部長（後藤義明君） 私からは、環境基本計画、ゼロカーボンシティとソーラーシェア

リングに関する御質問にお答えいたします。初めに、第四期計画におけるＰＦＯＳ及びＰＦＯ

Ａの対策についてお答えいたします。柏市環境基本計画は、環境分野の将来像、理念、方向性

等を定めるもので個別の実行計画がひもづく構成なっているため、第四期柏市環境基本計画案

に記載の取組は各分野の主な取組内容を記載しております。議員御指摘のＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ

への対策につきましては、現在藤ケ谷地区で確認されているＰＦＯＳ及びＰＦＯＡによる河川

及び地下水の汚染を前提に記載したものです。ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ以外のＰＦＡＳ類への対応

やＰＦＡＳに関わる土壌汚染への対応につきましては、現在国が知見の集積に努めている段階

であり、今後の国の動向が未確定であることから、ＰＦＡＳ全般に関する具体の取組は記載し

ておりません。なお、環境基本計画は、毎年の評価や中間年での見直しを行います。その際に

はＰＦＡＳなどの状況変化についても検討をしてまいります。今後も環境基本計画や個別実行

計画の進捗管理を適切に行い、市民や事業者との連携の下、本市における環境の向上に取り組

んでまいります。次に、ゼロカーボンシティとソーラーシェアリングに関する御質問３点につ

いてお答えいたします。最初に、ソーラーシェアリングについてお答えいたします。ソーラー

シェアリングは、脱炭素の推進や農業者の収入向上、地域経済の活性化などの効果が期待でき

る事業であるとされており、第四期環境基本計画案においても検討を進めることとしておりま

す。こうした中、昨年10月には環境部、経済産業部及び農業委員会事務局が合同で担当者が先

進自治体であります匝瑳市の取組を視察してまいりました。視察したソーラーシェアリングで

は、太陽光発電設備の下で大豆の栽培が行われておりましたが、通常の太陽光発電設備と比較

し、架台は高さがあり、農作業を行う車両の通行が可能となっており、景観上の問題も感じに
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くく、遮光率を30％程度に抑制することで上部や横からも太陽光が耕地に入ることから、収穫

量についても設置しない場合と比較しても農地の一時転用許可を受ける条件とされている80％

程度の量は収穫可能とお伺いしております。この匝瑳市の設置場所につきましては、土地改良

区事業によるまとまった耕作地があり、担い手不足による耕作の継続や不法投棄などの課題も

発生していたところをソーラーシェアリングの取組により農地として再生することで、地域課

題解決と新たな就業者の獲得にもつながったという効果があったとのことです。一方で耕作に

ついては、地権者など地元農業者による耕作ではなく、営農を受託する事業者が別途実施して

いるなど、地元農業者によるソーラーシェアリングにはつながっていないとのことです。この

ことから、本市においても同様の取組を実施する際には、まずは地元農業者のニーズや懸念を

丁寧にお伺いすることが重要であると考えております。そのためにもソーラーシェアリングに

ついての効果と課題をしっかりとお示しできるよう既に設置している地域における取組につい

て、効果だけではなく課題も含めてより深く調査を行ってまいります。その上で市内において

実際に設置を検討する際には、農業者に加えて農福連携に取り組む社会福祉法人なども視野に

幅広く協力を呼びかけた上で本格的な導入支援を進める前に幾つかのモデル地域における実証

も進めてまいりたいと考えております。いずれにしましても、ソーラーシェアリングについて

は、脱炭素の推進に加えて農業者の所得向上や新規就業者の確保、耕作放棄地の活用などの農

業政策的な効果も期待されていることから、今後も関係部署と連携をしながら検討を進めてま

いります。なお、御提案のありましたかしわパブリックエネルギー株式会社によるソーラーシ

ェアリングの実施につきましては、同社の実質的な運営がこの４月から開始されることから、

まずは本来事業であります小売電気事業に注力する形となりますが、その事業収益を再生可能

エネルギーの普及、拡大に再投資することも予定しているため、ソーラーシェアリングの普及

に向けてどのような取組が可能かどうかの検討も含め、市として同社と連携して取り組んでま

いります。次に、脱炭素先行地域についてお答えいたします。国の地域脱炭素移行・再エネ推

進交付金事業のうち脱炭素先行地域は、脱炭素と地域課題解決の同時実現を目指す地域モデル

を構築するもので、選定に当たっては2030年に選定地域の温室効果ガス排出量をゼロにするこ

と、行政と民間事業者が連携して取り組むこと、ほかの地域への横展開を行うことが可能な先

進的な取組であることがポイントとされております。市においても申請に向けて選定区域の絞

り込み、民間事業者との協議、取り組むべき事業の検討を行っておりました。結果として、市

としては同じ地域脱炭素移行・再エネ推進交付金事業のうち、脱炭素の基盤となる自家消費型

の太陽光発電設備の設置などの重点対策を推進する事業である重点対策加速化事業への申請を

行うこととし、令和６年度及び７年度に環境省に対して申請を行ったところです。残念ながら、

いずれも採択には至りませんでしたが、今後も市民や事業者の支援の拡充、市の公共施設にお

ける脱炭素化への取り組み、ソーラーシェアリング実証やペロブスカイト太陽電池の設置など

の新たな取組など、次年度以降の第四期環境基本計画案に掲げた施策実現のため、国や県とも

緊密な連携と情報交換を行いながら必要な財源確保に努めてまいります。次に、東京大学柏地

区キャンパスに関する御質問にお答えいたします。東京大学では、大学全体の2050年までに温

室効果ガス排出量実質ゼロを達成するための行動計画として、ＵＴｏｋｙｏ Ｃｌｉｍａｔｅ 

Ａｃｔｉｏｎを策定しているとお伺いしております。東京大学は、本郷、駒場Ⅰ、駒場Ⅱ、白

金台、柏の５つの主要なキャンパスをはじめ国内に48拠点、海外に26拠点を有しており、これ

ら拠点全体を通じた東京大学としての脱炭素化に取り組んでいるところです。柏地区キャンパ
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スには、柏キャンパス、柏Ⅱキャンパス、柏の葉駅前キャンパスの３つのキャンパスがありま

すが、取組の報告書でありますＵＴｏｋｙｏ Ｃｌｉｍａｔｅ Ａｃｔｉｏｎ2025によれば、

東京大学全体の電力使用量の６％を占める柏Ⅱキャンパスにおいては、既に2022年後半から非

化石証書等に基づいた再生エネルギー調達を行っており、排出量はゼロカウントとなっている

とのことです。一方で柏地区キャンパス全体については、大規模な研究施設等を有しており、

電気使用量が膨大となることから、柏地区キャンパス内における太陽光発電設備の設置等だけ

では電力需要を賄うことは困難と思われますが、2026年以降、本郷、駒場Ⅰ、駒場Ⅱ、白金台、

柏の主要キャンパスにおいて電力契約更新に合わせ、柏Ⅱキャンパスと同様に非化石証書に基

づいた再生エネルギーの調達導入を検討しているとのことです。市としても柏市地球温暖化対

策条例に基づく特定排出者の温室効果ガスの削減計画書及び実施状況について御報告を受けつ

つ、引き続き東京大学の温室効果ガス削減及び脱炭素化に向けた取組を確認してまいります。

また、本市と東京大学との連携については、柏地区キャンパスが立地する柏の葉エリアにおい

ては柏の葉スマートシティーとして公民学連携によるまちづくりを行っております。エネルギ

ーは、ライフサイエンス、モビリティーと並ぶ重要なカテゴリーであり、カーボンゼロ社会実

現に向けて創エネ、電力安定化、グリーン電力の一般利用の３つのテーマの取組が行われてお

ります。柏の葉スマートシティーの中心となる柏の葉アーバンデザインセンターＵＤＣＫでは、

2023年度に脱炭素部会を設置し、情報共有と今後の方向性について協議を行っているところで

す。引き続き市としましてもこの枠組みを通じた情報共有と公民学連携による取組を進めてま

いります。また、本市とＵＤＣＫの共催により実施していますかしわ環境フェスタｉｎ柏の葉

においても、東京大学もＵＤＣＫの構成団体として民間事業者と連携したプログラムの実施な

どを出展いたしました。今後もこうした取組をはじめとする脱炭素化に関する市民及び市内事

業者への普及啓発についても東京大学との連携を進めてまいります。さらには、東京大学及び

東大発スタートアップで研究が進めておりますローラブルシリコン太陽電池の公共施設への設

置など、先進的な環境技術の活用についても検討してまいります。私からは以上でございます。 

〇議長（坂巻重男君） 健康医療部長。 

              〔健康医療部長 高橋裕之君登壇〕 

〇健康医療部長（高橋裕之君） 私からは、ＰＦＡＳ問題対策について２点お答えいたします。

初めに、がん罹患状況の分析についてですが、がん登録情報の利用については昨年10月に千葉

県の承認が下り、11月にデータを受領し、集計を進めてきたところであります。先月、公表予

定の内容について千葉県に確認をし、今月に入り確認が下りたところであります。現在は、他

の結果と併せて今月中の公表に向けた作業を進めているところです。議員お尋ねのがんの罹患

状況につきましては、藤ケ谷地区とそれ以外の市内で比較したところ有意な差はございません

でした。次に、食品安全委員会が令和６年６月に公表したＰＦＡＳの食品健康影響評価に関し、

評価の過程に公開されていないところがあるということについて、議員御指摘のとおり国政の

場で議論されていることは承知をしております。このことに対する私の認識ということでござ

いますが、こうした議論が行われていることは認識をしていますが、私がコメントできる立場

にはないので、差し控えさせていただきます。ＰＦＡＳの健康影響については、現在において

も確定的な知見は得られておらず、研究途上にあるものと認識しております。以前東京大学の

専門家の先生に伺ったところ、柏市が独自に疫学調査を実施することは調査対象者が少ないと

の御意見や治療法等が確立されている中で調査をすることへの懸念についても御指摘をいただ
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いております。柏市といたしましては、今後も専門機関が調査研究した成果として国などが公

表する情報に基づき施策を検討してまいりたいと考えております。今後も引き続き国などの動

向を注視し、新たな基準や見解が示された際には適切に対応してまいります。私からは以上で

す。 

〇議長（坂巻重男君） 教育総務部長。 

              〔教育総務部長 中村泰幸君登壇〕 

〇教育総務部長（中村泰幸君） 私からは、学校給食センター予定地のＰＦＡＳ汚染に関する

御質問３点にお答えいたします。まず、建設予定地の土壌調査に関する御質問にお答えいたし

ます。ＰＦＡＳによる土壌汚染につきましては、国から暫定的な調査方法が示されているもの

の、土壌に関する明確な基準は現在のところ示されておりません。国においては、科学的知見

の集積や基準の検討が進められているものと承知しており、その動向を注視しております。そ

のため、現時点ではＰＦＡＳを対象とした独自の土壌調査を直ちに実施する判断には至ってお

りませんが、今後につきましては庁内の関係部署と連携しながら情報の収集及び整理に努め、

関係法令に従い適切に対応してまいります。次に、地下水の観測井戸の設置についてお答えい

たします。学校給食センターの建設予定地は、上下水道を含むライフラインが既に整備されて

いることから選定したものであり、新たに整備する給食センターでは調理、洗浄、手洗いなど

全ての場面において水道水を使用する予定であります。そのため地下水を使用することはなく、

学校給食への直接的な影響は極めて低いものと考えております。このことから、現時点では地

下水の観測井戸を設置することは考えておりませんが、今後国の制度や方針が新たに示された

場合には、その方針等に沿って検討してまいります。最後に、汚染された土壌が調理場内に持

ち込まれないための施設整備についてお答えいたします。給食調理場では、自校方式、センタ

ー方式を問わず異物混入防止のための厳格な衛生管理を行っております。新たに整備する給食

センターにおきましても、調理場内へ土ぼこりが持ち込まれることを防ぐため、敷地内の全面

舗装による土ぼこりの飛散防止、屋外からの異物の流入を防ぐための高い気密性の確保と空調、

換気設備の完備、外気を取り込む際に異物を除去するための高性能フィルターの導入、搬入口

へのエアカーテンの設置、エアシャワーによる入出管理など、外部からの異物混入を防ぐため

の対策を講じてまいります。今後の施設整備及び設計段階におきましては、ＰＦＡＳ問題に限

らず食の安全衛生全般の観点から、児童生徒及び保護者の皆様に安心していただける施設整備

に努めてまいります。私からは以上です。 

〇議長（坂巻重男君） 危機管理部長。 

              〔危機管理部長 熊井輝夫君登壇〕 

〇危機管理部長（熊井輝夫君） 私からは、防災について３点お答えいたします。初めに、災

害関連死についてです。今回国の調査では、災害関連死の推計値が公表されておりますが、本

市の平成30年度防災アセスメント調査においては、災害関連死の想定数は算出されておりませ

ん。次回のアセスメント調査において、災害関連死の想定数算出について検討してまいります。

関連死防止対策としましては、さきの古川議員の御質問に御答弁いたしましたとおり、避難所

の生活環境の質の向上が重要であると考えております。本市では、衛生面としてトイレカーの

配備やマンホールトイレの整備、食事の質の確保としまして食料備蓄に加え、キッチンカー団

体との協定締結による温かい食事の提供、生活空間の確保として避難所における１人当たりの

占有面積を４平方メートルに拡大、プライベートルームなど配備によるプライバシーの確保、
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生活用水の確保として全ての市立学校への手押し井戸整備などを行ってまいりました。また、

高齢者など要支援者の災害関連死への対策といたしましては、指定避難所にて学校校舎の１階

にある特別教室などを福祉避難室として活用すること、災害時の福祉避難所へスムーズに対応

をすることなどが考えられております。いずれにいたしましても、避難所の生活環境の質の向

上を図ることで関連死の削減につながると思っております。次に、災害対策基本法に基づく国

と基礎自治体との災害対応に係る役割についてです。市民に最も身近で地域特性を理解してい

る基礎自治体が災害対応の主体となることは、一定の妥当性があると認識しております。国に

おいては、災害対応から復興に至るまでの防災に係る財政的支援や広域的な応援体制の確立、

推進の着実な実施を望みたいと考えております。また、来年度国において設置される見込みで

ある防災庁に対しましても、同様に財政的支援や広域的な応援体制の確立、防災に特化した迅

速かつ的確な情報提供と対策の支援、助言を期待するものでございます。続いて、防災気象情

報大変更への対処についてお答えいたします。このたびの気象庁による防災気象情報の変更は、

気象情報を新たに避難行動に対応した５段階の警戒レベルに整合させ、市民がより避難の判断

をしやすくすることを目的とするものであり、令和８年５月下旬から運用開始が予定されてお

ります。気象情報の変更に関する市民への周知につきましては、広報かしわへの掲載、市ホー

ムページ、各種ＳＮＳ等の広報媒体を活用し、丁寧に周知を図ってまいりたいと考えておりま

す。なお、要配慮者などいわゆる災害弱者への周知につきましては、関係機関と連携をしなが

ら取り組んでまいります。次に、本市の防災体制についてですが、現在本市では大雨、洪水、

強風等の注意報が発表され、災害発生が予想される場合には情報収集体制をしき、気象情報の

収集、分析を行い、予測される災害規模等に応じて警戒本部または災害対策本部を設置し、市

民への注意喚起や避難の呼びかけ、避難所の開設などを決定しております。今回の気象情報の

変更に伴い、本市の防災体制のそのものを大きく変更する予定はございませんが、新たな気象

情報では注意報、警報の情報名に警戒レベルが付記されることや警戒レベル４相当の情報が危

険情報として発表されるなど変更点があることから、これらを踏まえた見直しを行ってまいり

ます。最後に、ドローンの活用についてです。発災直後から復興段階まで見据えたドローンの

活用ですが、被害状況確認や目視が困難な高所建物の破損確認、復興状況の記録撮影など、様

々な可能性が考えられると認識しております。現段階では、防災部門においてドローンの配備

は考えておりませんが、まずは民間業者との委託や災害協定など多様な選択肢の中から効率的、

効果的な運用方法を検討してまいりたいと考えております。また、現在市としてドローンを導

入している消防局としっかり連携を取ってまいりたいと考えております。私からは以上でござ

います。 

〇議長（坂巻重男君） 消防局長。 

              〔消防局長 本田鉄二君登壇〕 

〇消防局長（本田鉄二君） 私からは、消防局でのドローンの活用についてお答えをいたしま

す。消防局では、上空から情報収集する目的で令和元年５月にドローンを２機導入し、本部指

揮隊２隊でそれぞれ運用しております。現在運用しているドローンは、ズームカメラ、サーマ

ルカメラ、レーザー距離計及びミリ波レーダーなどを搭載し、上空から広範囲、立体的に状況

把握ができるものとなっており、このような機能を活用し、火災現場での延焼状況確認や水難

救助現場での捜索などに有効活用しております。また、ドローンで撮影した映像を市役所災害

対策指揮本部へ配信することで、大規模災害発生時の被害状況等を把握する共有ツールとして
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も活用できます。本来ドローンを飛行させるための資格取得は必ずしも必須ではありませんが、

消防局では航空法で定める特定飛行に該当する人口集中地域での飛行や夜間飛行を行うため、

民間の講習団体で飛行に必要な知識及び技術を習得することでより安全なドローンの運用を行

うこととし、令和８年２月現在、消防局技能認証取得者は49名となっております。次に、ドロ

ーンの主立った活用事例ですが、令和元年10月に発生した台風19号による田中調節池の浸水及

び冠水状況調査、令和３年５月、利根川水難事故現場における要救助者の発見、令和７年11月、

柏市増尾で発生した火災における延焼状況の確認などがございます。また、産業廃棄物対策課

との連携により、火災予防の観点から産業廃棄物等に係る不適正処理現場の調査なども行って

いるところです。今後他の部局でドローンを導入するようなことがあれば、これまで培ってき

た経験を生かし、支援するのは可能であると考えています。私からは以上でございます。 

〇議長（坂巻重男君） 財政部長。 

              〔財政部長 中山浩二君登壇〕 

〇財政部長（中山浩二君） 私からは、住家被害認定調査及び罹災証明書に係る御質問につい

てお答えいたします。住家被害認定調査等における現在の庁内体制は財政部が担うこととなっ

ており、最大で財政部内６課の職員が１班３名の60人体制を想定しております。この体制では、

議員お示しの被害想定全半壊の約１万9,000棟全ての調査を終えるのに約５か月を要するもの

と考えております。しかしながら、罹災証明書の速やかな発行は、各種被災者支援制度の利用

に当たり必要となることから、被害の状況によっては庁内他部署からの応援はもとより、国、

県を通じた他自治体からの職員派遣なども含め、受援体制の確保と効率的な調査方法の検討が

必要と考えております。次に、住家被害認定調査の実務でございますけれども、当該調査では

外観目視調査により住家の外観の損傷状況を確認するとともに、建物の傾斜の計測や基礎や外

壁など主要な構成部分の損傷状況を確認し、これらの調査結果を基に住家の被害の程度を判定

しているところでございます。また、比較的軽微な被害については、被災者御自身に住家の被

害状況を撮影した写真を御提供いただき、その写真を基に判定を行うなど、被害状況に応じた

調査手法により速やかな住家被害認定調査となるよう対応しているところでございます。なお、

現地調査におけるドローンの活用についてでございますが、担当部署では現在ドローンを操作

できる職員はおりません。次に、研修や訓練についてでございます。本市では、千葉県が実施

する住家被害認定及び罹災証明書業務に関する業務説明会に職員を参加させているほか、財政

部内においても実際の住家被害認定調査を想定した訓練を実施しております。昨年11月に実施

した住家被害認定調査訓練では、柏市の防災倉庫を被害住家に見立て、下げ振りを用いた建物

の傾斜測定や外壁のひび割れの長さや損傷程度の確認、写真撮影及び見取図への記録方法など

の訓練を実施しております。また、令和６年度には市役所本庁舎１階ロビーにおいて罹災証明

書の申請会場を設置し、申請者が来庁して受付を行うことを想定した罹災証明書申請受付会場

設置受付訓練を実施し、災害時における窓口対応の流れについて確認したところです。今後も

大規模災害を想定した被害認定調査につながるよう訓練や研修等を充実させていきたいと考え

ております。次に、民間事業者の協力や災害協定についてでございます。本市では、平成25年

９月に千葉県土地家屋調査士会と家屋被害認定調査に関する災害協定を締結しており、大規模

災害時には専門的知見を有する土地家屋調査士の協力を得ながら、住家被害認定調査を実施す

る体制を整えております。なお、議員から御提案のございました保険会社の調査員の活用につ

きましては、保険会社が行う損害認定は住家被害認定とは目的や基準が異なるため現時点では



- 31 - 

直ちに活用することは難しいものと考えております。また、現在のところ住家被害認定調査に

おいて建築技師と合同での研修等は実施しておりませんが、令和８年度から導入予定の被災者

生活再建支援システムでは応急危険度判定との情報連携が可能となってございます。このよう

なことから、今後は当該システムの活用を通じまして関係部署との連携も図られやすくなるも

のと考えております。私からは以上でございます。 

〇議長（坂巻重男君） こども部長。 

              〔こども部長 依田森一君登壇〕 

〇こども部長（依田森一君） 私からは、こども誰でも通園制度に関する質問についてお答え

いたします。こども誰でも通園制度における乳幼児突然死症候群を防ぐ対応についての御質問

ですが、本事業の実施に際しましては子供の安全が確保されることが大前提となりますので、

保育所と同レベルの安全計画の策定が法令で義務づけられております。御提案いただきました

ＡＩカメラやＩＣＴ機器の活用は、乳幼児突然死症候群の対策としても有効な手段の一つと認

識しております。一方で機械に過度に依存することによる課題も想定されるため、各園の実情

や環境に応じた最適な対応方法を検討してまいりたいと考えております。私からは以上でござ

います。 

〇議長（坂巻重男君） 以上で田口康博さんの質疑並びに一般質問を終わります。 

                                

〇議長（坂巻重男君） 暫時休憩いたします。 

               午後 ２時休憩 

                    〇           

               午後 ２時１１分開議 

〇議長（坂巻重男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 質疑並びに一般質問を続行いたします。 

 次の発言者、松本寛道さん。（「頑張れ」と呼ぶ者あり） 

              〔28番 松本寛道君登壇〕 

〇28番（松本寛道君） 市長の政治姿勢についてから質問します。アメリカ、イスラエルによ

るイランの軍事侵攻は、国際法上禁止されている主権国家に対する一方的な攻撃です。多くの

一般のイラン国民も殺害されており、強く非難します。2014年にイランに調査に行った際の写

真を掲示します。イランは、国土の多くを草原が占めています。広く続く草原の中を移動して

いきました。左側の写真は川を渡る橋ですが、川が干上がっています。水を確保することに苦

労していることが分かりました。イランの食事では、皿をはみ出すほど巨大なナンが特徴的で

す。カスピ海沿岸のラームサルのまちは水が豊富です。リゾート地としても知られており、イ

ランの各地から人が訪れていました。イランの女性は、髪の毛を全面的に隠すのではなく、前

髪をヒジャブから出すなど、思っていたよりもはるかに開放的な雰囲気でした。とても親日的

で、日本から来たと話すとどこでも快く受け入れていただきました。こうした罪のないイラン

人が子供を含めて犠牲になっていることは大変悲しいことです。柏市議会としてもアメリカ、

イスラエルの侵略行為をやめさせるよう議員各位の御協力をお願いいたします。国外の情勢に

ついて柏市の持続可能性にどのような影響があるのか、お示しください。次に、財政指標の経

常収支比率についてです。新年度予算では経常収支比率が103.5％となっています。これは、経

常的な収入では経常的な支出を賄えなくなっていることを示しています。悪化し続けている経
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常収支比率に対する市長の認識をお示しください。次に、プライマリーバランスについてです。

10年前の2016年度と比較します。2016年度は、普通債が67億円、臨時財政対策債が33億円で、

合計100億円の市債を発行しました。公債費は121億円で、プライマリーバランスは21億円の黒

字でした。一方、2026年度予算では普通債が116億円で、臨時財政対策債はゼロとなっています。

公債費が111億円で、５億円の赤字となっています。臨時財政対策債の発行により市債発行が膨

らんでいたときでもプライマリーバランスの維持に努めてきましたが、近年は普通債が大きく

増えています。プライマリーバランスの黒字を確保する方針についての認識をお示しください。

次に、南部地域への子育て世代の人口誘導です。南部地域の小学校の児童数とＴＸ沿線の児童

数の変化について掲示します。ＴＸ沿線で児童数が急増する一方、特に藤心小、土南部小、逆

井小で児童数の減少は顕著です。柏市では市内の均衡の取れたまちづくりを進めると言いなが

ら、実際には柏駅前と柏の葉キャンパス地区への二極集中政策を進めています。南部地域への

人口誘導策について効果が出ているのかどうか、お示しください。次に、給食費の無償化です。

令和３年第１回定例会に給食費助成条例を議員提出議案として提案しました。そのときの提案

では第３子以降の無償化という内容でしたが、それでも否決されてしまいました。僅か５年前

のことです。５年前に柏市で給食費の無償化が実現していれば、子育て施策としてもシティー

プロモーションとしても有意義なものだったと考えられます。今後は中学校の給食費の無償化

が議論となり、柏市独自で取り組むことを求めますが、認識をお示しください。 

 柏駅周辺再整備について。新中央図書館については、小さくて使い勝手の悪い分館の機能と

併せて検討するとのことです。市内のバランスから考えて、市内南部と北東部に中規模図書館

が必要です。新中央図書館建設と現在の分館に対する問題認識をお示しください。柏駅周辺再

整備については、中央図書館や文化会館の建設なども含め、柏駅前に必要な機能を検討してい

るとのことです。その際にパレット柏の混雑状況を分析し、課題を整理すべきことについて伺

います。パレット柏では、オープンスペースを中高生が勉強する場として利用していて、本来

の目的の市民交流の場として機能しているのかという問題があります。議論の大前提として、

中高生を排除することは絶対にあってはなりません。その上で本来の利用目的のスペースを確

保することについてです。柏駅周辺の空きビルを活用して、中高生の勉強スペースを確保する

ことを提案します。別の場所に中高生の勉強スペースが確保できれば、パレット柏において市

民団体と中高生で場所の取り合いをするということにもなりません。新中央図書館においても

交流スペースを設置する可能性が高いですが、同様の問題が発生します。中高生は徒歩で移動

できる距離が長いこと、勉強スペースは長時間かつ継続的に利用すること、新規のビル建設に

は多額の費用がかかることを総合的に考え、柏駅周辺の空きビルに中高生の勉強スペースを確

保することが理にかなっています。空きビルの活用は、中心市街地の活性化にもつながります。

新中央図書館で同様の問題が起きないよう、現在のパレット柏の混雑状況から学ぶべきことを

提言します。 

 次に、市立柏病院の建て替えについて。市立柏病院の現地建て替えについて設計の見直しが

行われています。建て替えに当たっては、最終処分場跡地の整備と併せて検討することで、よ

りよい計画となります。稲沢市民病院を掲示します。稲沢市民病院は、320床の二次救急病院で、

2014年に建て替えられました。病院に隣接して防災機能を有する公園があり、マンホールトイ

レなどが設置されています。公園を挟んで図書館があります。写真は、図書館側から病院を撮

影したものです。公園や図書館に隣接していることにより、災害時の拠点性が高まっています。
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市立柏病院の建て替えに当たっては、中規模図書館の設置と公園整備を併せて行い、市内北東

部の医療文化拠点ゾーンとして整備することが望ましいです。市内南部と北東部に中規模図書

館を設置する必要があります。北東部では、市立柏病院の建て替えに併せて一体的に検討すべ

きと考えますが、いかがでしょうか。市川市の大洲防災公園を掲示します。大洲防災公園は、

フェーズフリーとして会議室や消防署を日常的に使いながら、災害時には拠点となるように整

備されています。写真にあるように、かまどベンチやテントを張れるパーゴラが設置されてい

ます。市立柏病院の建て替えにおいても最終処分場跡地の防災機能を高めると同時に、平時に

おいても駐車場を共用するなど、多目的でフェーズフリーの活用を進めるべきと考えますが、

いかがでしょうか。 

 次に、行政手続について、市議会の解散と衆議院の解散です。１月23日に衆議院が解散され、

２月４日に投票されました。勝てるときに選挙をやろうということで衆議院が解散され、野党

側が準備をする間もなく選挙となり、自民党が大勝しました。衆議院議員の任期は４年間であ

り、任期途中で議員の身分を剥奪することはとても重いことです。それが総理大臣が今なら勝

てそうだからということで衆議院を解散できるというのはどう考えてもおかしいです。これは

憲法の曲解であり、憲法違反です。憲法第７条に天皇の国事行為が定められています。戦前の

反省から天皇には国政上何らの権限はなく、儀礼的、形式的に国事行為を行うことを定めてい

ます。この憲法第７条は天皇の権限に関する規定であり、この条文を根拠として内閣が衆議院

を解散できるというのはかなり無理をした解釈です。一方、憲法第69条に内閣不信任と衆議院

解散が定められています。このように議会と内閣において深刻な対立が生じた場合の最終的な

解決手段として議会の解散が定められています。自治体では、長と議会が別々の選挙で選ばれ

るため、深刻な対立がしばしば起きると想定されます。実際柏市でも太田市長は保守系の候補

を破り、さらに民主系の候補も破って当選しました。就任当初は議会との深刻な対立も想定さ

れましたが、柏市では大きな対立となりませんでした。一方、国では議院内閣制であるため、

そもそも内閣は議会によって選ばれています。そのため、議会と内閣が対立することはめった

にありません。深刻な対立がないにもかかわらず、衆議院議員の身分をいつでも総理大臣が剥

奪できるということは、憲法の解釈として間違っています。このような勝てるとき解散を柏市

として認めるべきではありません。違憲との判断により柏市では衆議院選挙を行わないとして

もらいたいところですが、そこまでは選挙管理委員会が判断できないとのことでした。どのよ

うな判断なのか、お示しください。また、職員の残業や無駄な費用や各種イベントの中止など、

勝てるとき解散による市民生活への影響についてお示しください。次に、ＰＦＡＳ汚染への対

応と限界です。下総基地周辺のＰＦＡＳ汚染が問題となっています。下総基地が汚染源だと誰

もが思っている中でも原因の特定が遅れ、現在まで十分な調査が行われていない状況です。藤

ケ谷地区への上水道の無償での布設及び住民の健康検査は引き続き求めますが、ここでは柏市

役所の対応の限界と課題について伺います。そもそも汚染源が柏市の施設であれば速やかに調

査が行われ、汚染源が特定されていました。しかし、下総基地は国の施設であり、ＰＦＡＳが

水質汚濁防止法上の規制対象となっていないということもあり、調査は下総基地が自主的に進

めるのを待つしかありませんでした。柏市役所は、千葉県や鎌ケ谷市と共同で調査の要請を行

いましたが、それ以上の対応をすることはありませんでした。ＰＦＡＳ汚染に対する柏市役所

の対応の限界についてお示しください。次に、議案の出し方です。今議会に出された議案資料

の一部を掲示します。議案第１号の資料には議案が否決された場合の影響ということが示され
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ていました。その後訂正されて、条例が改正されなかった場合の影響という書き方に変更され

ました。この中途半端な変更はどのような意図なのか、お示しください。そもそも全ての議案

において否決された場合の影響はあるはずです。この議案の特殊性についてお示しください。

議会では、賛成、反対をよく考えた上で各議員が賛成、反対を表明します。議会の採決を賛成

に誘導するような議案の出し方は問題があるのではないでしょうか。一方、議案第12号、第14号、

第15号の３議案の資料が僅か１枚で終わっています。これでは議案の内容がよく分かりません。

議案資料は、誰がどのようにチェックをしているのか、お示しください。以上で１問といたし

ます。 

〇議長（坂巻重男君） ただいまの質問に対する答弁、市長。 

              〔市長 太田和美君登壇〕 

〇市長（太田和美君） 初めに、新年度予算に関する御質問についてお答えをいたします。ま

ず、イラン情勢が今後の財政運営に与える影響についてです。イランをめぐる中東情勢につき

ましては、原油価格が一時上昇するなど国際市場にも一定の影響が見られたところです。一方

で各国による石油備蓄の協調放出の検討など市場の安定化に向けた動きも見られており、足元

では原油価格が落ち着きを見せる場面も見られております。このように情勢は大変流動的であ

り、現時点でその影響を断定的に見通すことは難しい状況です。仮に事態が長期化し、原油価

格の高騰が長引いた場合、原油の９割を中東に依存する我が国においてエネルギー価格の動向

は、ガソリン代や電気料金といった光熱費のほか、輸送費の高騰による食品や日用品価格への

波及、さらには資材価格の高騰にもつながるため日本経済へ大きな影響を及ぼす可能性があり、

自治体財政にも一定の影響を及ぼし得るものと認識をしております。次に、財政指標について

の御質問についてお答えをいたします。本市の令和８年度当初予算における経常収支比率は

103.5％となっており、前年度当初予算と比較して１ポイント上昇しております。これは、昨今

の物価高騰や労務単価上昇などの影響による物件費や人件費の増加に加え、社会保障関係費も

引き続き増加しており、歳出の経常経費充当一般財源の増加が歳入の経常一般財源の伸びを上

回ったことから、結果として経常収支比率が100％を超えたものと捉えております。近年予算ベ

ースでの経常収支比率は100％を超えておりますが、決算においては10ポイント程度下回り、

90％を超えた水準になるものと見込んでおります。経常収支比率の高止まりは地方自治体全体

の傾向となっており、義務的経費や基礎的な財政サービスだけで指標、指数が高止まりしてい

る場合には財政の硬直化が大きな問題となりますが、柏市においては限られた財源の中で経常

一般財源の余地を市独自の政策的事業にも柔軟に活用できているものと考えており、現時点で

は財政運営に大きな支障が生じていないものと認識しております。持続可能な財政運営の観点

では、将来負担比率といった中長期的な視点で財政状況をはかる指標により評価するべきもの

と考えており、健全な状態を保っているところです。今後も物価上昇など経常経費の増加によ

り、経常収支比率は同様の傾向で推移するものと見込まれます。一方で市民生活に必要不可欠

な事業を確実に実施しながら、市民ニーズに沿った事業や臨時的な財政負担にも的確に対応で

きるよう、指標、指数100％の差である留保財源の余地を一定程度確保していく必要もございま

す。このため、市税収入の確保に向けた企業誘致策や収納対策強化のほか、受益者負担の見直

しなど安定財源の確保を図るとともに、実施する事業を常に社会環境や時代の要請に応じたも

のに見直していくなど歳出の適正化にも着実に取り組み、持続可能な財政運営を堅持してまい

ります。次に、プライマリーバランスに関する御質問についてお答えをいたします。令和８年
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度当初予算では、本格化する公共施設等の老朽化対策や（仮称）柏市こども・若者相談センタ

ーの整備の最終年次などに当たり、世代間の負担の公平性及び財政負担の平準化の観点から財

源として市債の活用を図ったことから、新規の借入額が元金償還額を上回りました。今柏市は、

高度経済成長期にかけて整備された公共施設が更新時期を迎えていることから、一定期間に改

修や建て替えが集中するなど、将来に向け必要な投資を進めていく時期に差しかかっておりま

す。加えて、財政健全化の指標の中で中長期的な財政の安定性を示す将来負担比率を見てみま

すと、柏市は借入額の残高以上に貯金等の将来の返済に充てることができる財源が見込めるた

め、当該比率は将来に負担を残していないことを表すマイナスの値となっており、指数の面か

らは市債の借入れに伴う負担を増やせる余地はあると考えております。このため、それらの必

要な事業を進める財源として、将来にわたり市民が利用する資産を形成するためのものに市債

を活用するに当たっては、新規の借入額を元金償還額以内に抑制する状況にはないと考えてお

ります。将来にわたって持続可能な財政運営を維持していくためには、市税等の安定財源の確

保につながる活気のある地域経済を基盤とするまちづくりのための投資と健全性とのバランス

を取った財政運営が必要です。このため、市の将来像を見据えず、抑制的な単年度の財政運営

により指標の絶対的な健全性を求める姿勢ではなく、地方全体の財政状況も見ながら総体的な

健全性を維持するなど、節度を保った財政運営ができるよう努めてまいります。続いて、南部

地域に関する御質問についてお答えをいたします。初めに、本市の人口推移については、令和

５年に取りまとめた柏市の将来人口推計報告書のとおり、令和17年まで人口が増加し、その後

は緩やかに減少すると想定されております。一方で市内の地域別人口については、柏駅周辺や

柏の葉キャンパス駅周辺は増加傾向、それ以外の地域では横ばいか減少傾向にあるなど、地域

の特性により人口推移の様相は異なっております。また、全市的に見れば人口が増加傾向の地

域を除き、既成市街地においては今後高齢化は進み、年少人口は減少することが見込まれてお

ります。これは、南部地域の子供の数だけ大幅に減少するのではなく、例えば高田、松ケ崎、

松葉町、富勢地区を中心とする北部地域や豊四季や新富町や旭町などの中央地域においても同

じように大幅に減少し、年少人口の減少は市全体の課題であると認識をしております。今後見

込まれる人口減少、少子高齢化が進む社会情勢を踏まえ、本市においては将来にわたり持続可

能なまちづくりを実現するため、平成30年４月に柏市立地適正化計画を策定いたしました。そ

の中で、柏駅や柏の葉キャンパス駅周辺においては、広域から人を呼び込む都市拠点としての

機能を高めるとともに、各鉄道駅周辺を生活拠点と位置づけ、住まいや商業、医療、福祉とい

った日常生活に必要となる機能を誘導するなど、市全体における都市機能や居住の誘導、公共

交通の充実など、魅力あるまちづくりを総合的に進めてまいりたいと考えております。次に、

学校給食の無償化についてお答えをいたします。令和８年度に実施する小学校の給食費の無償

化につきましては、国の学校給食費負担軽減交付金及び物価高騰対応重点支援地方創生臨時交

付金を活用することで実現するものであります。また、中学校の給食費につきましては、給食

費の改定を行った上でその半額を市が補助いたしますが、この財源につきましても小学校と同

様に給食費の無償化にも充てられている物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用する

こととしております。御質問の令和９年度以降の無償化についてですが、まず小学校分につき

ましては、財源となっている学校給食費負担軽減交付金の基準額が月額5,200円とされている

一方、本市の給食費は既に月額600円の不足が生じております。今後この基準額が物価動向を適

切に反映して見直されるかどうかは現時点では不透明であり、場合によっては市の負担がさら
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に増加する可能性もございます。また、中学校の無償化につきましては、国から基準額や実施

時期などの具体的な制度設計が示されておらず、早期の制度化が望まれる状況にあります。な

お、東京都内の自治体や県内の市川、浦安、印西市など地方交付税の不交付団体においては、

中学校給食費の無償化を独自に実施している事例も見られますが、学校給食の意義を考えれば

自治体の判断や財政力によって格差が生じたり、事業の継続性が左右されたりすることは望ま

しいものではないと考えております。また、議員御指摘のように持続可能な財政運営の観点か

ら、現役世代の消費については毎年決まって収入される財源の中で行われるべきであると考え

ております。本市といたしましては、学校給食費の無償化については国が責任を持って制度設

計を行い、安定的な財源措置を講ずるべきであるとの立場から、引き続き国や県に対し、制度

の充実と必要な財源措置について中核市市長会や千葉県市長会等の枠組みを活用しながら強く

要望してまいりたいと思います。 

 次に、柏駅周辺再整備についての御質問のうち新中央図書館についてお答えをいたします。

新たに中央図書館を整備するに当たっての問題意識は大きく３つございます。１つ目は、施設

面の課題です。現在の図書館本館は建設から50年が経過し、老朽化が進んでおります。また、

座席を十分に確保できず、空間も狭隘であるなど、市民ニーズに十分応えられていない状況が

あります。２つ目は、機能面の課題です。本市の図書館は、１本館17分館１サービスポイント

を有し、全国的にも分館数の多い図書館網を築いております。しかし、蔵書が各館に分散して

いることにより、資料を体系的に提示し、網羅性と専門性を持って知識を提供する図書館本来

の強みが十分に発揮できていない面がございます。３つ目は、社会環境の変化への対応です。

インターネットなどで情報入手が容易になったことなどを背景に、利用者数や貸出冊数は減少

傾向にあります。また、従来型の本を借りる場所というイメージにとどまっていることも利用

動機が生まれにくい一因と認識しております。こうした課題を踏まえ、図書館再編構想の策定

方針ではアクセス性のよい柏駅周辺に新たな中央図書館を整備し、生活や文化活動を支え、交

流や新たな価値を生み出す拠点とすることを市の基本的な考えとしております。今後多様化す

る市民ニーズを踏まえ、中核市にふさわしい図書館像を描き、その実現に向け着実に取り組ん

でまいります。私からは以上です。 

〇議長（坂巻重男君） 染谷副市長。 

              〔副市長 染谷康則君登壇〕 

〇副市長（染谷康則君） 私からは、議案の出し方に関する御質問についてお答えをいたしま

す。議案につきましては、予算、決算、条例の制定、改廃のほか、市政に関する重要な事項に

関し、地方自治法その他の法令の規定に基づいて議会に提出をしているところであり、特定の

議案に限らず、全ての議案について議会で御審議をいただいた上で賛同を賜りたいとの考えに

基づいて提出をいたしておりますが、二元代表制の下においては採否の判断は議会の権能であ

るものと認識をしております。このたび今定例会の議案説明会における説明資料の中に、条例

が改正されなかった場合の影響との項目を記載したことにつき、議案に関する判断に一定の方

向づけをさせようとしているのではないかとの御指摘をいただいた点については、表現として

適切ではなかったものと認識をしております。また、同じく今定例会の議案の説明会における

説明資料において、その内容に関する記載が不十分なものがあったとの御指摘もいただいたと

ころでございます。議案については、議会における審議に資するため議案集に掲載している議

案資料のほか議案の趣旨及び内容を御説明する資料を作成し、各定例会前に説明の機会を設け
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させていただいているところでございます。今後も適切かつ必要な情報を説明を行うことがで

きるよう努めてまいります。私からは以上です。 

〇議長（坂巻重男君） 市民生活部長。 

              〔市民生活部長 永塚洋一君登壇〕 

〇市民生活部長（永塚洋一君） 私からは、柏駅周辺再整備の御質問のうちパレット柏の現状

についてお答えをいたします。パレット柏は、市民の主体的な活動を促進し、市民相互の交流

を支援するための文化交流複合施設として、市民公益活動団体をはじめ多くの方々の活動拠点

として利用されています。特に駅から近いという利便性のよさから、市民団体などの施設利用

のみならず、若い世代がオープンスペースを利用し、学習する姿も多く見受けられます。この

オープンスペースは、イベント等の占有利用がない場合は３時間程度の時間帯に区切った上で

先着順とし、できるだけ多くの方に利用していただけるよう運用しているところですが、時間

的に試験前には多くの学生が利用するため混雑することも増えてきています。このため、混雑

緩和対策としてオープンスペースの混雑状況を事前に確認できる配信サイトを活用して利用者

へ情報提供しているほか、学生が利用できるＴｅＴｏＴｅやラコルタ柏を案内しているところ

です。また、事前予約がない空き室がある場合には利用料金を半額とするなど、オープンスペ

ースの混雑緩和対策に努めているところです。引き続きパレット柏が市民、各種団体等の活動

と交流、また開放的な雰囲気で居心地のよい交流スペースとなるよう、指定管理者と調整して

まいります。私からは以上でございます。 

〇議長（坂巻重男君） 生涯学習部長。 

              〔生涯学習部長 宮本さなえ君登壇〕 

〇生涯学習部長（宮本さなえ君） 私からは、柏駅周辺整備に関する御質問のうち中高生の居

場所づくりについてと、市立柏病院の建て替えに関する御質問のうち中規模図書館設置につい

てお答えいたします。初めに、中高生の居場所づくりについてです。現在生涯学習部では、柏

市子ども・子育て支援複合施設ＴｅＴｏＴｅ５階の中高生の広場、また教育福祉会館３階のオ

ープンスペース、空き室を活用した自習室など、柏駅周辺で中高生世代が放課後や休日に利用

できる施設を運営しております。現在の利用状況を申し上げますと、ＴｅＴｏＴｅ内の中高生

の広場では令和７年４月から本年２月末までの間に延べ約４万人、ラコルタ柏の自習室につい

ては同期間において延べ約１万6,000人の方に御利用いただいており、中高生の皆さんが思い

思いに過ごしている様子が見受けられます。各施設の利用者数からも柏駅周辺における中高生

の居場所の需要の大きさは十分に認識しているところでございます。こうした需要に対し、テ

スト期間中など自習スペースを求める利用者が特に増加する時期の対応として、中高生の広場

ではＳＮＳを活用した混雑状況の配信を行うとともに、ラコルタ柏においても貸出予定のない

部屋を自習室として追加で開放するなど、臨機応変な対応に努めております。一方で中高生世

代を含む子供の居場所づくりについては、行政のみが担うものではなく、市民団体等の民間事

業者とも連携、協働しながら進めていくことが重要であると考えております。多様な主体がそ

れぞれの特色を生かした運営を行うことで、子供や若者にとって自らのニーズに合う施設の選

択が広がっていくものと考えており、行政と民間が互いの強みを生かして役割を分担していく

ことが持続可能な居場所づくりにつながるものと考えております。こうした考えの下、現時点

において中高生向けの居場所を柏駅周辺で拡大する予定はございません。しかしながら、今後

策定を進めてまいります柏市図書館再編構想の検討においては、図書館本館の役割の一つとし
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て交流や新たな価値を生み出すみんなの居場所としての機能も提示していることから、中高生

にとっても新たな居場所となり得るものと考えているところです。生涯学習部といたしまして

は、引き続きこども部や市民生活部などの関係部局と連携しながら、各施設について中高生世

代に利用しやすい運営となるよう努めてまいります。 

 続きまして、最終処分場跡地の活用と中規模図書館の設置に関する御質問にお答えいたしま

す。今般取りまとめました柏市図書館のあり方の実現に向けた柏市図書館再編構想の策定方針

におきまして、これからの図書館は貸出機能にとどまらず、これまで利用していなかった方も

訪れやすく、訪れたくなるみんなの居場所とすることを市の基本的な考え方としております。

その実現に向けては、柏駅周辺への中央図書館の新たな整備を核としつつ、柏の葉近隣センタ

ー及び沼南近隣センターに一定の機能と規模としては中規模の拠点館を配置し、既存分館も生

かした図書館網を形成していく考えでございます。これを踏まえ、議員御提案の最終処分場跡

地への中規模図書館の設置について申し上げますと、アクセス性の確保、まちづくりの方向性、

市全体の公共施設配置の最適化などの観点から合理性は高くないものと考えます。本市教育委

員会といたしましては、現在の図書館網を基に地域ごとの特性や図書館のニーズを丁寧に把握

しながら、市民の皆様にとって訪れやすく、訪れたくなる図書館の実現に取り組んでまいりま

す。私からは以上です。 

〇議長（坂巻重男君） 環境部長。 

              〔環境部長 後藤義明君登壇〕 

〇環境部長（後藤義明君） 私からは、最終処分場に整備している公園とＰＦＡＳ対策に関す

る御質問にお答えいたします。初めに、最終処分場跡地に整備を進めております公園に関連し

た御質問にお答えいたします。１点目の防災の観点からの公園利用についてお答えいたします。

現在整備している公園は、多目的に使える広場を有していることから、平常時には市民の憩い

の場として利用するとともに、災害時には一時的に避難する指定緊急避難場所に位置づけるこ

とを想定し、関係部局と調整を進めてまいります。公園整備につきましては、広場や駐車場な

どの整備を含め、令和６年から令和８年度の３か年で工事を実施し、令和９年春のオープンを

予定しております。また、その後の病院の建て替え、開院に合わせて病院利用者が散歩やリハ

ビリテーション等で公園を利用しやすくなるよう相互に往来が可能となる出入口の整備など、

両敷地の一体的な活用に必要な施設の再整備について関係部局と調整しながら進めております。

次に、病院建て替え完了後に病院駐車場と公園駐車場の共用利用についてお答えいたします。

基本的には病院利用者は病院の駐車場を、公園利用者は公園の駐車場をそれぞれ利用していた

だくことを前提としております。公園の駐車場は、公園利用者用に43台分を整備することとし

ており、病院から歩行距離で500メートル以上離れていることから、現時点では病院利用者の駐

車場としては想定しておりませんが、まずは令和９年春の公園オープン後の利用状況や病院の

開院後の利用状況を十分に把握する必要がございます。その上で必要に応じて駐車場の相互利

用について検討してまいります。いずれにいたしましても、公園と病院がそれぞれの機能を十

分に発揮し、地域にとって有効に活用されるよう、関係部局が連携をしながら適切に対応をし

てまいります。 

 次に、ＰＦＡＳ汚染の対応に関する御質問についてお答えいたします。初めに、下総航空基

地への本市の対応状況についてお答えいたします。まず、河川水のＰＦＯＳ等による汚染に関

しましては、令和６年の春に金山落の支流においてＰＦＯＳ等による河川水の汚染が確認され
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ました。それ以降本市は、金山落の支流やその上流及び大津川において水質調査を複数回実施

し、ＰＦＯＳ等が確認された水路の上流に位置する事業者である海上自衛隊下総航空基地に対

し、令和６年８月に千葉県、鎌ケ谷市、白井市と連名で下総航空基地の敷地内水路における水

質調査等の実施について要請を行いました。この要請に対し、昨年３月に下総航空基地が基地

内部の水路等において実施した水質調査の結果やこれまで本市や千葉県が実施した水質調査の

結果から、昨年３月末には金山落においてＰＦＯＳ及びＰＦＯＡが指針値を超過した原因の一

つは下総航空基地からの排水と考えられるとの考察を得て、水質調査の結果とともに公表した

ところです。このことから昨年４月、本市は千葉県、鎌ケ谷市、白井市と連名で下総航空基地

に対し、排水口からのＰＦＯＳ等の流出防止対策の速やかな実施や排水口におけるＰＦＯＳ等

の濃度指針値以下を目標に管理することなどについて要請を行いました。その結果、昨年９月、

下総航空基地は基地の排水口のうちＰＦＯＳ等の指針値超過が確認された３つの排水口につい

てＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ濃度低減対策に関わる調査検討業務の取組として、イオン交換樹脂に

よる排水処理施設を設置し、稼働を開始いたしました。また、昨年10月、本市は千葉県、鎌ケ

谷市、白井市と合同で下総航空基地における当該排水処理施設の現地視察を行い、設置や稼働

の状況を確認するとともに、本年２月末までを工期とする当該排水処理施設に関わる調査検討

業務の終了後も排出防止対策を継続するよう要請を行いました。それに対し本年２月、防衛省

北関東防衛局より当該排水処理施設に関わる調査検討業務は、濃度低減の実態把握の観点から

排水処理施設の稼働を本年２月までから６月までに計画変更することとした旨の連絡があった

ところです。また、昨年11月には下総航空基地に設置されたＰＦＯＳ等の排水処理施設の効果

検証のため、基地の水質調査に合わせ柏市と千葉県で金山落及び金山落に流入する水路におい

て水質調査を実施し、当該排水処理施設に十分な除去効果があることを確認した一方で、基地

の排水口より下流の水路において実施した水質調査の結果では依然として指針値の超過が確認

されております。このことについては、千葉県及び鎌ケ谷市と連携し、排水口周辺での流入水

の有無の確認など周辺状況の調査を継続し、原因を調査していくほか、下総航空基地としては

基地内に設置された排水処理施設の継続的な効果を確認するなど、排水口下流の水路における

ＰＦＯＳ等の濃度の調査を継続してまいります。なお、これまでに本市、千葉県、鎌ケ谷市及

び白井市が合同で行ってきた下総航空基地への要請や現地の視察等につきましては、下総航空

基地はＰＦＯＳ等が検出された水路の上流に位置する事業者として、また地下水汚染が確認さ

れた地域にある事業者の一つとして、市や県の要請に対し任意で対応を行ってきたものです。

ＰＦＯＳ等は、水質汚濁防止法や土壌汚染対策法の規制対象物質ではなく、現行の法令では立

入検査等で市や県が相手方の施設内を調査したり、相手側に調査を命令することはできないた

め、ＰＦＡＳ汚染の課題の解決には相手方の協力が必要となります。引き続き千葉県及び近隣

市と連携し、下総航空基地へ必要な要請を行いながらＰＦＡＳ汚染の対策に取り組んでまいり

ます。私からは以上でございます。 

〇議長（坂巻重男君） 選挙管理委員会事務局長。 

              〔選挙管理委員会事務局長 関野昌幸君登壇〕 

〇選挙管理委員会事務局長（関野昌幸君） 私からは、市議会の解散と衆議院の解散について

の御質問にお答えいたします。一般的に日本国憲法第69条を除く内閣による衆議院解散につい

ては、憲法第７条に基づき内閣が判断し、実施しているものと言われているところでございま

す。本市選挙管理委員会としては、国からの選挙事務委託を受けて選挙事務を執行していると
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ころでございます。次に、急な解散総選挙における当局と市民への影響についてでございます

が、まず当局の選挙事務への影響についてですが、投票所整理券が期日前投票開始日までに間

に合わなかったこと、選挙事務に従事する投票立会人、派遣事務従事者、市職員などの人員確

保が難しかったこと、投票所や開票所の場所の確保が難しかったことなどがございました。特

に開票所につきましては、選挙日当日、中央体育館がバスケットボールＷリーグの日時と重な

ったため、沼南体育館への変更となったところでございます。市民への影響としましては、投

票所となっている近隣センターなどの公共施設においては、会場予約のキャンセルの御協力を

いただいたり、小中学校の体育館などが利用できなくなるなどの影響がございました。そのほ

か、当局では主権者教育として１月28日に柏第四小学校で出前授業を予定しておりましたが、

選挙のため中止とさせていただいたところです。私からは以上となります。 

〇議長（坂巻重男君） 第２問、松本寛道さん。 

〇28番（松本寛道君） まず、財政ですが、100億円から116億円に16億円市債発行が増えたと

いうことなんですが、実際中身を見てみると33億円は臨財債であるということで、実際には50億

円増えているということが実際のところなんですね。その辺財政部のほうではどのような理解

ですか。 

〇財政部長（中山浩二君） 比較の年度の事業内容を確認したわけでございませんけれども、

その時々によって例えば学校用地を取得するとか、そういったことで大きな需要が生じる年度

もございます。そういった意味では、令和８年度は大きな財政需要があった年、ただ今後も市

長も答弁したとおり必要な投資が続くという見込みでございますから、ある程度高い水準での

借入れが見込まれるという状況でございます。いずれにしろ、必要な事業を適切にやっていく

という考えに違いはございません。以上でございます。 

〇28番（松本寛道君） 臨財債が入って100億円だった頃とやはり明らかに変わってきているの

で、この辺りのプライマリーバランスの考え方はどうなっているのでしょうか。以前はプライ

マリーバランスを黒字にするということを言っていまして、その後複数年で黒字にすると、単

年では赤字の場合もあるということだったんですが、その後全会計ベースでというようなこと

も言っていて、結局それはどうなったんですか。 

〇財政部長（中山浩二君） お答えいたします。最近の御答弁申し上げている中では、今投資

をすべき局面であるということから、借入れを抑制するという局面にはないということでお答

えしてございます。また、必要な投資については、将来負担比率とか健全に維持してきた、ま

たは基金の積み上げ、こういった備えを十分に活用する局面に入っているということで、そう

いったことからも、一定の借入れはありますけれども、備えをしてきたということでございま

す。以上です。 

〇28番（松本寛道君） 方針が変わったら変わったでそれは構わないのですが、何かなし崩し

的にいつの間にか曖昧になって、結局その言い方が変わっているようなことになっているので、

その点はきちんとしていただきたいと思います。それから、もう一点気になっているのは市税

収入です。市税収入は増加しているというような認識でよろしいでしょうか。 

〇財政部長（中山浩二君） 近年の賃金の上昇とか、そういったことから市税収入も増加して

いるという認識でございます。以上です。 

〇28番（松本寛道君） 市税収入は増加しているのですが、このインフレ局面において増加す

るのは当然なんですね。市税収入の増加のスピードよりも物価上昇の上昇率のほうが高いので、
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その結果、経常収支はどんどん悪化していくということになっていきます。市税収入が伸びて

いるというような甘い見方はやめたほうがいいと思いますが、物価上昇率を考えながら見てい

くといったスタンスのほうがよいと思いますが、いかがでしょうか。 

〇財政部長（中山浩二君） 今議員がおっしゃったとおりだと思います。基本的な私どもの態

度といたしましては、経常一般財源の伸びの範囲を見ながら経常経費も見ていくというスタン

スには変わりございません。以上でございます。 

〇28番（松本寛道君） ぜひその点は引き継いでいただきたいと思います。次に、給食費の無

償化です。これも以前担当には伝えたんですが、給食費無償化の流れがある中で柏市独自の財

源で未来永劫ずっと負担していかなくてはならないということはないのです。国の流れの中で、

結局３年ぐらい負担していると国のほうで無償化して、その後はもう柏の財源を使わないで済

むというような流れになりますから、これは全国に先駆けて、国の政策を進めるという上でも

柏市独自で取り組むことに意義があると思いますが、いかがでしょうか。 

〇教育総務部長（中村泰幸君） お答えいたします。今回は、そのような流れになりましたけ

れども、必ずしもそうなるということばかりではないと思っております。そういう意味ではし

っかりと見極めながら、または柏市に大きな負担がないようにということも一方では考えなが

ら判断していくということが大切かなというふうには思っております。以上です。 

〇28番（松本寛道君） 子ども医療費の無償化のときもそうだったんですが、周りの状況がど

んどん進んできて、追い込まれて柏市も始めるみたいな形だと本当に見栄えが悪いですので、

１年、２年先駆けているだけで全然シティープロモーション的にもよくなってくると思います。

その点は、いつまでも負担し続けるという認識ではなくて、制度改正が進みつつあるというと

ころを織り込んで制度設計していくほうがよいのかと思います。 

 次に、柏駅周辺の再整備についてです。新中央図書館に学習スペースというのは設けるので

しょうか。 

〇生涯学習部長（宮本さなえ君） お答えいたします。図書館を新たに造る際には、学習スペ

ースもそうですし、静かに本を読むスペースもそうですし、座れる場所をたくさんつくるとい

うのが今新しい図書館取り入れられているしつらえですので、それらを参考にして、たくさん

座れる場所をつくりたいというふうには考えております。以上です。 

〇28番（松本寛道君） そして、パレット柏のように先を争って取り合うような状況というの

はもう簡単に想像できるわけですよ。それで、非常に高単価の土地で、高い建設費を払って数

席設けるのであれば、空きビルを使って何百席もつくれるわけです。同じ予算を使うのであれ

ば、そのほうが効果的だということを申し上げているんです。柏駅前の一等地に十分な数の学

習スペースを設けられるとは到底思えないんですね。そこの問題は、どのように解決していく

のでしょうか。 

〇生涯学習部長（宮本さなえ君） 図書館の座席というのは、中高生だけが使うものではなく

て、例えば中高生学校行っている間の昼間は高齢の方であったり、あるいは社会人であったり、

お子さんを連れた方であったりということで、様々な方が時間帯によって使う様子が変わると

思います。パレット柏のオープンスペースにおいても、やはり午前中は高齢の方とかお子さん

連れの方がいて、だんだん時間とともに利用される方が移ろっていくということが図書館にお

いても同じようになっていくと思うんですが、ただ夏休みですとか土日、学生がお休みのとき

にどうしても時間帯が重なってしまうということはあろうかと思います。ただ、その学習だけ
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のためのスペースというのを市で整備するということについては、今のところそのような考え

は持っておりません。以上です。 

〇28番（松本寛道君） たった数席つくるお金で数百席つくれるんだったら、そっちのほうが

よいと思います。ぜひパレット柏の状況を見ていただきたいと思います。そして、近隣のファ

ストフード店でかなり勉強している方がいらっしゃいますが、それが果たしてよいことなのか

どうなのか、ちょっと検討したほうがよいと思います。 

 それから、中規模図書館の設置なんですが、市内南部と北東部に中規模図書館は必要です。

やはりこうした計画策定の段階で盛り込んでおかないと、未来いつまでも造られないというこ

とになりかねません。病院に併設型ということも考えられますし、また最終処分場跡地は建物

建てられない場所が多いのですけども、一部建てられる場所があるので、そういったところを

活用するということもあります。また、隣に富勢西小学校あるのですが、今単学級になってい

て、空き教室が多くなっています。そうしたところを活用するなど、どうやったら実現できる

のかということを参考にして進めていただければと思います。 

 次に、議案の出し方なんですが、前議会の駐輪場の件があって、それで工夫をされたのだと

思いますが、前回どのような反省があったということなんでしょうか。 

〇総務部長（鈴木 実君） お答えいたします。前回については、駐輪場の議案において議会

の議論の中で実際に条例が改正されなかった場合の影響ということでいろいろ御答弁を差し上

げていたんですけども、今回その流れの中で新しい議案資料をつくるに当たってそのような視

点も入れてしまったんですが、そこについては配慮といいますか、適切ではなかったというふ

うに思っております。 

〇28番（松本寛道君） その反省する点が間違っているのです。賛成、反対の情報をきちんと

出してもらいたいということなんです。それは、賛成することについて不利益的な情報もきち

んと出すべきだということなんで、それを隠しているから問題になったわけです。それをこの

書き方を強くして議会に賛成を求めるという、その反省の仕方は全く間違っています。よろし

くお願いします。 

 それから、衆議院の解散についてなんですけれども、何か内閣が判断していると言われてい

るというような、そういった答弁だったでしょうか。 

〇選挙管理委員会事務局長（関野昌幸君） お答えします。答弁の中では、一般的にそのよう

な解釈がされているということでお答えさせていただきました。 

〇28番（松本寛道君） あくまで解釈だということで、完全に合憲だとは言わないですね。そ

うしたら、これがもし違憲だということになったら、柏市で衆議院選挙やらないという形も考

えられるということですか。 

〇選挙管理委員会事務局長（関野昌幸君） お答えいたします。私どもは、国の選挙について

は国からの指示に基づいて事務執行していますので、国の指示に従って対応してまいります。

以上でございます。 

〇28番（松本寛道君） 議員の身分を失わせるということは非常に重いことですので、この選

挙によって主権者教育できなかったそうですが、主権者教育の場できちんと伝えていただきた

いと思います。以上で質問終わります。 

〇議長（坂巻重男君） 以上で松本寛道さんの質疑並びに一般質問を終わります。 
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〇議長（坂巻重男君） 暫時休憩いたします。 

               午後 ３時 ９分休憩 

                    〇           

               午後 ３時２０分開議 

〇議長（坂巻重男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 質疑並びに一般質問を続行いたします。 

 次の発言者、後藤浩一郎さん。（「頑張れ」と呼ぶ者あり） 

              〔24番 後藤浩一郎君登壇〕 

〇24番（後藤浩一郎君） よろしくお願いします。柏清風の後藤浩一郎です。３項目めの都市

行政について、柏駅前再開発については割愛いたします。まず初めに、健康医療行政について

お伺いします。市立柏病院についてです。これまで同様経営改善の状況と建て替え工事に関し

てお尋ねいたします。経営改善については、これまでも繰り返し訴えてきておりますが、まず

大きく１つ目として内向的、内向きな病院経営から外向的な病院経営へ生まれ変わらなければ

ならないことであります。これは、絶対的な経営改善の必要性であります。また、２つ目とし

て、公立病院であり、多大な公金を投じて建て替えるので、これまでは柏市北東部中心の医療

を担っている病院という言われ方をどうしてもされてきましたが、柏市全域の医療を担う病院

に生まれ変わらなければならないことであります。令和６年度から田邉新院長をお迎えし、今

年度末で丸２年、院長自ら率先し、経営改善の意欲を持って取り組んでおられるので、今回も

厚生労働省の病床機能報告の最新データ、令和６年度分を引用し、市内主要６病院との経営状

況を比較しようとしましたが、前議会に引き続きデータがいまだ更新されていないため、令和

５年度、これは田邉院長が着任される１年前までのデータなどに基づきお尋ねをいたします。

それではまず、これまでの市立柏病院の経営状況について確認します。カメラお願いします。

これは繰り返し掲示している資料ですけども、１つ目、救急医療についてですけども、極めて

低い状況であります。市内主要６病院の受入れを100％とすると、例年大体６から８％前後の受

入れで、残念ながら市内最低のレベルです。２つ目として、近隣のクリニック、福祉施設など

との地域連携もそれほど活発に行われておりません。こちらも残念ながら市内最低レベル。３

つ目として、病床利用率も極めて低く、こちらも低いレベルです。加算算定率も極めて低く、

国が推進する制度であるＤＰＣ、ＤＰＣについてはこの後詳細を説明しますが、いまだ導入し

ておりません。入院処方も長らく院内処方のみで、やっと平成30年９月より院内、院外の処方

が選択制となりました。次のカメラお願いします。こちらは、令和５年度の市内主要６病院の

救急車の受入れ状況であります。公平な視点でチェックする観点から病床数を記して比較して

います。令和５年度の柏市内の救急総件数が２万7,912件で、市立柏病院は2,057件で、全体に

占める割合が７％でした。次のカメラお願いします。こちら過去10年間の病床の利用率です。

稼働率、利用率は80％を目標としているわけですが、令和28年度あたりから本格的に経営改善

の必要性が問われるようになり、平成29年度から令和元年度にかけて80％近くまで高まり、そ

の後黄色く塗り潰している部分、これはコロナ禍を指しているんですけども、令和６年度は68％

まで回復しました。次のカメラお願いします。新しい資料です、ＤＰＣについて。ＤＰＣは、

国の医療政策であります。急性期入院医療を対象とした診療報酬制度で、診療報酬の包括評価

制度です。外食で例えるならば定額のセットメニューといったところでしょうか。もう一方が

ＤＰＣ非導入の診療報酬形態で出来高払い、こちらを例えるならアラカルトのメニューを自由
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に選ぶようなイメージです。市立柏病院はＤＰＣを導入しておりませんので、後者になります。

このようにＤＰＣは定額のセットメニューですから、病態によって１日当たりの医療費が決ま

り、入院費が定額で計算されます。目的としては、医療の透明化、効率化が図られ、過剰な医

療を抑制しやすくなり、無駄な医療費が削減されます。それにより、どこの病院でもほぼ同じ

治療が行われるためほぼ同じ入院費となり、病院間の医療費が比較しやすくなります。ＤＰＣ

については、全国的に急性期病院の約85％が導入済みです。市内の主要急性期病院では市立柏

病院のみ導入しておりません。これらを示した上で質問の１点目、最新の経営状況、救急受入

れ、病床の利用率、地域連携等についてどのような状況にあるか、お示しください。質問の２

点目、建て替え工事に関しては、コストを下げる観点からお尋ねいたします。ＥＣＩ方式を導

入し、さらにそこにコンストラクションマネジメント、ＣＭ方式を追加導入したと。いずれも

これはコストを削減する、抑制する策であります。例えるならば基本設計が水分を多く含んだ

ぬれ雑巾の水分、これを無駄と捉えればそれを限りなくゼロにするところまでこのＥＣＩ方式、

ＣＭ方式を組み合わせて詰めた努力をしてきたと思います。そこで、基本設計見直しの最新状

況についてお示しください。質問３点目、可能な限り工事費を抑制した後に残された方法は、

前議会でも提案しましたが、延べ床面積の削減、病床の削減、前回は240床から160床へ減少し

てはどうかという極端な、少し極端だったかもしれませんね。そんな提案をしましたが、その

後の検討についてお示しください。 

 ２つ目、教育行政についてお尋ねします。給食センターについて。センターで作られる給食

は、自校式給食よりも劣っているというある意味レッテルを貼るような意見が多く聞かれるこ

とは、これまでにも何度か指摘してまいりました。よって、新たに整備する給食センターは、

最新の設備や衛生環境を整え、さらに質の高い給食を提供することによって、給食センターへ

のマイナスイメージを払拭してもらいたいと考えています。そこで、質問します。１点目、自

校式給食に劣らない給食を提供するために考えている設備面や衛生面に対する方針についてお

示しください。質問の２点目、今議会の市政報告では新たに整備する給食センターは、災害発

生時には災害対応に活用していくとの説明がありました。災害に強い施設にするための具体的

な建物、設備の設計はどのようなものか、また具体的な災害支援対応についてお示しください。

これは昨日の小川議員の質疑にもありましたが、よろしくお願いします。 

 都市土木行政について、あけぼの山周辺構想について質問いたします。あけぼの山周辺は、

特に春の時期になると来園者の車で地域の道路が大渋滞します。よって、地域の中には公園自

体を迷惑に感じる方もおります。そのため、あけぼの山周辺へのアクセス道路の整備は急務で

あると考えます。質問の１点目、県道守谷流山線から公園までのアクセス道路の検討状況はど

のようになっているのか、お示しください。質問の２点目、あけぼの山農業公園バス停が公園

の前までに整備されましたが、路線バスの全線が乗り入れておりません。その後の進捗はどう

なっているのか、お示しください。 

 ４項目め、企画行政について、東葛中部地区総合開発事務組合について質問いたします。質

問の１点目、迷惑施設を受け入れている地元の協力により、冬季に限り友引の稼働を許容し、

１日の火葬件数を28に増やしましたが、昨年１月の火葬待ち日数は平均9.3日とかなり長い傾

向にありましたが、今年の１月の待ち日数はどのような状況だったのか、お示しください。質

問の２点目、ウイングホール柏斎場には附帯する式場が２つしかなく、式場のキャパシティー

も待ち日数の長期化の原因の一つではないかと推察いたします。附帯する式場のキャパシティ
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ーが待ち日数に影響を及ぼしているかについて市の考えをお示しください。質問の３点目、葬

儀の車両が狭隘な近隣集落の生活道路に入らないよう新たな進入路の整備が必要ではないかと

の提案を繰り返ししてまいりました。これは斎場と地域を切り分ける道路の整備でありますが、

その後の進捗状況はどうか、お示しください。 

 ５項目め、子供、障害福祉行政についてお尋ねします。民営化について質問いたします。市

が許認可を持つ全ての子供、障害福祉事業について確認したいところですが、サービスの種類

が多いので、特に近年急増している放課後等デイサービス、全国のデータによりますと事業が

開始された平成24年度から令和５年度の12年間で約７倍に増えている状況ですが、こちらの運

営主体の実態、それから事業の廃止、取消処分の件について１点質問いたします。カメラお願

いします。こちらは、障害サービスの運営主体であります。黄色く塗り潰している部分が放課

後等デイサービスであります。令和７年６月の時点で76の事業所があり、営利法人による運営

が44事業所、占める割合は58％です。次のカメラお願いします。こちらは、事業廃止になった

放課後等デイサービスの運営主体の数です。令和２年12月から令和７年11月までの５年間分の

データで、同じく黄色く塗り潰している部分が放課後等デイサービスで、18の事業所が廃止さ

れ、そのうち営利法人の占める割合が13か所、占める割合が72％という状況でありますが、こ

の状況をどのように評価するか、市の見解をお示しください。子供、障害福祉行政についても

う一点質問します。急増した放課後等デイサービスの事業所数を抑制するため総量規制を行っ

ている自治体もあるようですが、総量規制をする、しない以前に、柏市ではそのニーズと事業

所のサービス提供量などを比較し、実態を把握するためにどのような取組を行っているのか、

お示しください。以上で１問を終了します。 

〇議長（坂巻重男君） ただいまの質問に対する答弁、小倉健康医療部理事。 

              〔健康医療部理事 小倉孝之君登壇〕 

〇健康医療部理事（小倉孝之君） 私からは、市立柏病院に関する御質問３点についてお答え

いたします。まず、直近の経営状況についてです。前議会で御答弁申し上げたとおり、今年度

上半期の病床利用率は65.3％で、昨年同時期と比較して約2.3ポイント低くなっておりました

が、その後、整形外科や循環器内科を中心に入院患者が増加したことにより、今年２月までの

11か月間では69.0％と前年度決算の68.3％から0.7ポイント改善しております。具体的な経営

改善の取組ですが、救急搬送件数につきましては、救急外来専門医の配置や受入れができなか

った患者の理由の分析と対策の実施を継続的に行うことで、昨年４月から今年２月までの11か

月間で2,263件と救急搬送件数が増加した前年度同時期と比較してほぼ同水準で推移しており

ます。また、地域連携に関しましては、主な指標である紹介患者数につきまして、昨年４月か

ら今年２月までの11か月間で6,353件となっております。連携医療機関への訪問の際は、地域医

療連携部門の職員に加え、可能な範囲で各診療科の医師も同行し、顔の見える関係の構築に努

めており、紹介患者数は前年度同時期と比較してほぼ同水準で推移しております。コロナ前に

比べまして全国的に受療率が低下しているなど厳しい経営環境ではありますが、小児２次医療

などの不採算医療や感染症対応など公立病院に求められる役割を果たしつつ、将来にわたり持

続可能な病院経営を行うために、引き続き経営改善に取り組んでまいります。次に、新病院の

基本設計見直しについてです。昨年１月、施工予定者から示された概算工事費が293億円と基本

設計完了時の約225億円を大きく上回り、このままでは建て替え後の建設費負担が大きく、持続

可能な病院経営が極めて困難な状況となることから、基本設計の見直しを行っております。見
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直しでは、新病院に求められる役割や強化する機能を可能な限り残すことを基本としながら、

患者の利便性やスタッフの働きやすさ、経営への影響なども踏まえ、建物配置案や工事計画、

既存施設の活用、建物内の諸室の見直しによる面積の削減など、可能な限り工事費を抑制でき

るよう検討しているところです。ＶＥＣＤ提案につきましては、基本設計見直し完了後に改め

て提案を求め、その内容は実施設計で反映することとなりますが、現在取り組んでいる基本設

計の見直しに施工予定者も参加していることから、適宜施工予定者の知見を取り入れながら進

めているところです。また、コンストラクションマネジメントにつきましては、公募型プロポ

ーザルにより株式会社インデックスコンサルタントを最優秀提案者に選定し、今年１月に契約

を締結いたしました。まだ当該方式の導入効果をお示しできる段階ではございませんが、今後

専門的な知識を有する専門部署や技術者を有するコンストラクションマネジャーが発注者側に

立って設計と施工性の適正化や工事費、特に建築単価の妥当性を検証するほか、全体的な事業

費の抑制やスケジュール管理を行うことが考えられる効果ではないかと認識しております。次

に、病床数、面積の検討状況についてです。病床数につきましては、令和６年７月にまとめた

基本設計では急性期医療や二次救急の機能を強化するために、病床数を現在の200床から240床

へ増床するとともに、脳神経外科と救急科を新設する計画としておりました。160床程度までダ

ウンサイジングしてはとの御提案が従前ございましたが、一定の診療科目や病床数を確保する

ことで様々な症状の患者の受入れや増加する救急医療需要への対応が可能と考えますが、一方

で工事費を抑制するためには延べ床面積を削減することが極めて重要であると認識しておりま

す。コロナ前と比べて入院、外来とも患者数が減少し、コロナ禍前の水準に戻っていない傾向

が全国的にあるなど、現状と将来の医療需要を踏まえて対応する必要もあることから、地域医

療構想や千葉県の医療計画など国や県の動きを踏まえた上で、市立柏病院が担うべき役割を果

たせるよう再検証する必要があるものと考えております。私からは以上となります。 

〇議長（坂巻重男君） 教育総務部長。 

              〔教育総務部長 中村泰幸君登壇〕 

〇教育総務部長（中村泰幸君） 私からは、給食センターに関する御質問２点にお答えいたし

ます。初めに、給食センターのイメージアップにつながるセンター給食の充実についてお答え

いたします。現在の給食センターは、老朽化に加え、施設が狭いため全員分の給食を一度に調

理することができません。そのため、献立によっては２回に分けて調理を行う必要があり、十

分な調理時間を確保できないことから、手の込んだ献立の提供が難しい状況となっております。

新たな給食センターでは、調理食数に必要な十分な機材とスペースを確保することで、一度に

全員分の給食を調理することが可能となります。これにより小中学校別の献立提供が可能にな

ること、中学校給食のおかずを一品追加できること、手作り調理による献立の充実が図られる

ことなど、さらに充実した給食の提供が可能となります。また、見学スペースを設置する予定

です。見学窓や見学廊下、研修スペースを設けることで、多くの児童生徒が調理の様子を見学

したり、食育について学んだりすることができるようにしたいと考えております。このほか調

理における安全衛生の保持や向上の面では、搬入口へのエアカーテンの設置やエアシャワーに

よる入出管理など、新しい給食センターは様々な面で改善が図られます。児童生徒はもとより

保護者や地域の皆様にも広く周知し、センター給食のイメージアップにもつなげてまいりたい

と考えております。次に、防災対応機能についてお答えいたします。今回の給食センターの整

備では、平時には小中学校に給食を提供し、災害時には被災者に応急給食を提供できる防災食
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育センターとしての機能を備えることを計画しております。この防災食育センターにつきまし

ては、近年複数の自治体において整備されておりますことから、これら先進市の事例を調査研

究し、整備計画や設計業務に生かしてまいります。一例を申し上げますと、災害時における応

急給食として、おにぎりと温かい汁物の提供を想定しており、先進市では食物アレルギーへの

配慮としておにぎりは塩むすび、汁物は保存期間の長い乾物を使ったお吸い物やみそ汁といっ

た取組が多く見受けられます。また、平時に使用する保温食缶を活用することで、温かいまま

各地域への避難所へ届けることが可能となります。さらに、全国から寄せられる避難物資の保

管場所として施設の一部を活用する事例もございます。本市の給食センターの整備計画におき

ましてもこうした取組を採用したいと考えております。私からは以上です。 

〇議長（坂巻重男君） 都市部長。 

              〔都市部長 坂齊 豊君登壇〕 

〇都市部長（坂齊 豊君） 私からは、あけぼの山周辺構想のアクセス道路に関する進捗状況

についてお答えいたします。市では、あけぼの山周辺地域振興事業の推進に当たり、あけぼの

山周辺における渋滞緩和は最重要課題であると認識しております。現在公園までの主要なアク

セスルートは、あけぼの山周辺の生活道路となっており、これを改善するため新たなアクセス

道路の検討を進めてきたところでございます。アクセス道路のルート検討に当たっては、県道

守谷流山線から生活道路を通過せず公園の駐車場へ直接つながるルートであること、ルート上

に既存の家屋がないことに加えてその周辺にも住宅が少ないことを視点にルートの選定を進め

てまいりました。検討の結果、整備する道路の位置は県道守谷流山線の新大利根橋南側の交差

点を守谷方面に向かって左折した先を起点とし、田中調節池の外側を堤防に沿って東へ進み、

風車前の花畑付近にある公園駐車場へつながるルートを予定しております。整備延長は、全長

約1.8キロメートル、道路幅員７メートルの片側交互通行が可能な道路としており、田中調節池

の堤防沿いについては国土交通省が田中調節池のかさ上げ工事で整備する工事用道路を活用す

ることで調整を進めております。次年度には道路詳細設計や整備に伴う測量、地権者との用地

交渉に取り組むことを予定しており、引き続き渋滞の緩和だけでなく県道守谷流山線から公園

の駐車場まで分かりやすく、アクセスしやすい道路として、早期整備に向けて取り組んでまい

ります。私からは以上でございます。 

〇議長（坂巻重男君） 土木部長。 

              〔土木部長 内田勝範君登壇〕 

〇土木部長（内田勝範君） 私からは、あけぼの山周辺構想に関する御質問のうち路線バスの

運行についてお答えいたします。現在のあけぼの山農業公園直近のバス回転場へ乗り入れる我

孫子駅北口を起点とした主要な路線バスの運行状況は、土日休日の公園開園時間帯では１時間

に２本から４本程度が運行されており、一定の利便性が確保されているのに対して、平日の開

園時間帯では１時間に１本程度の乗り入れにとどまっております。今後のあけぼの山周辺地域

の将来構想の進捗に合わせた路線バスの乗り入れ増便は、来園者のスムーズな移動を支えると

ともに、周辺の交通渋滞の緩和にも資するものであり、市としても必要性を認識しているとこ

ろです。このため、路線バス増便の実現に向け、現在関係する近隣住民への意向確認やバス事

業者との具体的な運行条件の整理を進めているところです。近隣住民の意向につきましては、

バスのエンジン音などの騒音や振動による生活環境への影響を懸念する御意見をいただいてお

り、現時点では増便について御納得いただいておりません。また、バス事業者に対しまして具
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体的な運行条件等についての意向確認を行ったところ、事業者からは運転手の労働環境確保や

円滑な運行継続を図るため、市においてバス回転場内に運転手の休憩施設を整備するのであれ

ば全便乗り入れを検討するとの意向が示されております。あわせて、安定的な運行の継続には

近隣住民の御理解と合意が不可欠であるとの認識も示されているところでございます。なお、

市といたしましては、運転手の休憩施設について、現在近隣に確保されている既存施設を同規

模の内容で当該バス回転場に移転させることを想定しております。その際、水道や電気、トイ

レなどのインフラ設備を整えることが前提となるものと思われますが、詳細については今後の

調整が必要だと考えております。いずれにしましても、市といたしましては、引き続き路線バ

スの増便乗り入れに向けた様々な課題の解決に向けて、一つ一つ丁寧に取り組んでまいります。

私からは以上です。 

〇議長（坂巻重男君） 企画部長。 

              〔企画部長 小島利夫君登壇〕 

〇企画部長（小島利夫君） 私からは、東葛中部地区総合開発事務組合についての御質問にお

答えいたします。初めに、火葬待ち日数に関する御質問についてお答えいたします。これまで

も御答弁申し上げておりますが、令和５年度に柏市、流山市及び我孫子市の構成３市の市民を

対象にウイングホール柏斎場の在り方に関するアンケート調査を実施したところ、７日以内に

火葬することが望ましいと答えた割合が93.5％という結果となりました。一方、例年火葬需要

が最も多いとされる１月の待ち日数についてですが、令和６年度の１月、昨年の１月は9.3日で

した。こうした結果を踏まえ、火葬需要が多くなることを見込み、本年の１月の取組といたし

ましては地元の皆様のさらなる御協力をいただき、１日当たりの火葬可能件数を33件としたほ

か、友引日についても月に４日開場いたしました。また、新たに１月２日、３日についても開

場したところでございます。その結果、本年１月における平均待ち日数は4.9日となり、昨年度

１月の9.3日と比較して大幅な縮減を図ることができました。これもひとえに地元の皆様の御

理解と御協力のおかげであり、改めて感謝申し上げます。引き続き地元への丁寧な説明を行う

とともに、ウイングホール柏斎場の利用者の負担軽減が図れるよう努めてまいります。次に、

待ち日数縮減に向けた式場の整備に関する御質問についてお答えいたします。ウイングホール

柏斎場における式場の待ち日数が火葬待ち日数に一定の影響を与えていることは認識をしてい

るところでございます。また、葬儀に対する意識の変化もあり、家族など近親者のみで行う家

族葬や火葬のみを行う火葬式など、葬儀の形態が小規模化、簡略化している状況もあり、とり

わけコロナ禍以降においては顕著な傾向にございます。こうした葬儀の傾向も踏まえ、ウイン

グホール柏斎場における式場の在り方について東葛中部地区総合開発事務組合及び構成３市で

検討をしてまいります。最後に、ウイングホール柏斎場の周辺道路の整備に関する御質問につ

いてお答えいたします。議員から再三にわたり御指摘をいただいていた地元の方々の生活用道

路と斎場利用者の進入路を切り分けることにつきましては必要であるとの認識から、これまで

も検討を進めてきたところでございます。そのような中、田中調節池の越流堤の移設工事に伴

う周囲堤の築造において工事用道路の整備が予定されていることから、本市ではこれに併せて

斎場利用者の進入路を整備することといたしました。現在整備に向けて国と調整を行っている

ところでございます。引き続き課題の解決に向けて取り組んでまいります。私からは以上でご

ざいます。 

〇議長（坂巻重男君） 福祉部長。 
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              〔福祉部長 矢部裕美子君登壇〕 

〇福祉部長（矢部裕美子君） 私からは、子供、障害福祉行政についての御質問２点について

お答えいたします。議員御指摘のとおり、障害福祉サービスにおける営利法人の参入及び廃止

の割合が大きくなっている状況が見られますが、障害福祉サービスを多様な運営主体により提

供することは国の制度で可能となっておりますので、これを踏まえた上で本市といたしまして

は、運営主体の属性を問わず、サービスの質と適正な運営が確保されることが重要と考えてお

ります。どのような法人による運営であったとしても違法、不当な部分が認められる事業所に

ついては、速やかに事実確認に入るとともに、サービス提供を終了する事業所には利用者が他

事業所へ円滑に引き継がれることの確認を徹底しております。今後も運営主体の属性を問わず、

障害のある方が安心してサービスを利用できるよう適切に指導監査等を行ってまいります。次

に、総量規制についてお答えいたします。総量規制とは、地域における障害福祉サービス供給

量が需要量よりも超過することがないように、サービス事業所の指定権者である都道府県、政

令市、中核市が一定の条件下で事業所を指定しないことができる仕組みでございます。本市の

放課後等デイサービスの利用状況でございますけれども、令和８年２月１日現在、80か所の総

定員は781名となっており、それに対して支給決定者数は1,384人となっております。事業所の

総定員を上回る状況となっております。この背景といたしましては、放課後等デイサービスの

利用希望者が年々増加しており、コロナ禍で伸びが一度減った年もありますが、年々10から20％

の増加となっている状況でございます。また、市内の相談支援事業者や利用者の御家族からも

事業所の空きがないといった御意見もいただいているところでございます。今後も利用希望者

と事業者数の推移を注視し、検証しながら適切なサービスの提供に努めてまいります。私から

は以上です。 

〇議長（坂巻重男君） 第２問、後藤浩一郎さん。 

〇24番（後藤浩一郎君） ありがとうございました。それでは、市立柏病院からお尋ねします。

まず、新しい地域医療構想というものがありますけども、ここにはたしか３年後のそれぞれの

病院の性格、性質を急性期でそのまま残すのか、また違う医療を提供するのかということで、

ここで色分けがされるというふうに聞いておりますが、市立柏病院においてはその３年後以降、

これからも急性期を標榜していくというおつもりですか。 

〇健康医療部理事（小倉孝之君） お答えいたします。現時点におきまして年１回千葉県に報

告しておりますが、今200床のうち149床が急性期、51床が地域包括ケア病棟病床で回復期とい

うことで報告しております。今後につきましては、地域医療構想と、あと医療計画の状況を見

ながら適宜判断していきたいと思います。以上です。 

〇24番（後藤浩一郎君） 急性期の病院を標榜していくということでよろしいですかね。急性

期の病院をこれから先も標榜していくということであれば、やはり大幅なベッドの削減はちょ

っとやり過ぎかなと。私前回の議会で240床の増床から160床程度に減らしてはどうかという提

案しましたけども、そこまで減らさなくても、建築費との絡み、それから需要、救急の受入れ

のこれまでの実績を鑑みると、240床まで増やさなくても200床程度で急性期病院を展開してい

くという方法、その辺りについての検討状況はいかがですか。 

〇健康医療部理事（小倉孝之君） お答えいたします。前回160床程度という御提案をいただき

まして、それ以前も199床というお話もありました。病床数、診療報酬上200床と199床で明確に

差が出ておりまして、200床以上の急性期病院として現在小児医療や感染症医療、あと必要な機
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能をどこまで今回の基本設計の見直しの中で見直していけるかということを検討しております

ので、今御指摘ありましたとおり、急性期病院としての機能を生かせる範囲で面積の削減の中

で病床数の点につきましても見直しの検証をしていきたいと思っております。以上です。 

〇24番（後藤浩一郎君） これから新しく生まれ変わる市立病院がどのような医療を提供する

かによって、病床の数というのは非常に大事な要素だと思います。建築費の高騰がありますか

ら、病床を多少削って事業費を抑えるという考え方も含めて、その辺のバランスをうまく取っ

ていただきたいなというふうに、これは要望にいたします。それから、市立病院引き続き救急

の受入れについてお尋ねいたします。病院の経営があんまり声高に言われていない頃は、年間

大体1,400人ぐらいの救急の受入れだというふうに記憶しています。先ほどの答弁ではちょっ

と聞き漏らしちゃったかもしれないんすけど、直近で2,500件ぐらいを受けているという話だ

ったと思いますが、ちょっと確認です。 

〇健康医療部理事（小倉孝之君） お答えいたします。令和６年度で大体2,500件強の件数を受

け入れておりまして、今年度、先ほど11か月間で2,263件と御答弁申し上げました。今年度も同

じようなペースですので、このまま３月末まで推移しますと恐らく2,500から600の間で終わる

かと思っております。以上です。 

〇24番（後藤浩一郎君） 先ほど市内最低レベルというような非常に厳しい資料を提示しまし

たけども、田邉院長になってから朝出勤されたら必ず前日の当直の先生に夜間の状況を確認し

て、受けなかった場合はどういう理由で受けなかったかということまでちゃんと追跡されてい

るというのを理事から聞いております。そのような様々な成果が言ってみれば倍増に近いぐら

いの救急の受入れにつながっている、これはすばらしい改善です。ただし、大体市内で救急の

件数が２万7,000、8,000ぐらいを推移していると思いますけども、公立病院として救急医療は

やはり担わなければいけない医療だと思います。ですから、病床の数はありますけども、極め

て市内の中では、主要病院の中ではベッド数も少ない病院ですけども、10％ぐらいを目指して

これからも頑張っていただきたいと思います。それから、ＤＰＣについてお伺いします。ＤＰ

Ｃについてですけども、これは国の政策で、平成15年から導入されたと記憶しています。国の

医療政策であり、公立病院は見本となって国の医療政策に合わせていかなきゃいけないという

性質があると思いますけども、なぜ20年近く導入が進まなかったのか、また今後どうしていく

のか、お聞かせいただけますか。 

〇健康医療部理事（小倉孝之君） お答えいたします。先ほど１問目で御指摘、御説明いただ

きいただきましたとおり、ＤＰＣ制度とは急性期の入院医療を対象とした診断群分類に基づく

１日当たりの包括支払い制度のこととなっております。入院医療費は、包括算定部分と出来高

部分、食事代などその他費用もありますが、こちらの合計となっております。これまで指定管

理者である柏市医療公社におきましてＤＰＣ制度の内容確認やＤＰＣに移行した場合の収支試

算などを行ってまいりましたが、今後効果的に急性期医療を行うためにはＤＰＣ制度に移行す

ることが必要と考えまして、昨年８月に院内でＤＰＣに移行するということを決定しておりま

す。移行に当たりましては、まずＤＰＣ準備病院としての届出を行います。その後２年間ＤＰ

Ｃデータの提出や施設基準を満たすための院内体制の整備などを行い、これらの準備期間を経

て正式にＤＰＣ病院として参加となります。市立柏病院では、先ほども御答弁申し上げました

とおり、昨年９月に準備病院の届出を行っております。準備期間は、令和８年４月、来月から

２年間、10年の３月までとなっております。この期間中に問題がなければ、令和10年４月から
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正式にＤＰＣ制度への参加となるスケジュールとして考えているということを聞いております。

以上です。 

〇24番（後藤浩一郎君） ありがとうございます。これから私が言うことは、多少推進した身

としては何を言っているんだというふうにお叱りを受けてしまうかもしれませんが、ＤＰＣと

いうのは無駄な医療費を削る、抑制するという意図がある。国が考えているその考え方の裏に

は、恐らく保険財政のことだとか無駄な医療をしっかりと抑制していくという考え方が裏づけ

としてあると思うんですけど、ということはよっぽど経営がしっかりとしていないと、ここで

定額制になったときにがくんって収入が減ってしまうんじゃないかという心配もするんです。

その辺りはいかがでしょう。 

〇健康医療部理事（小倉孝之君） お答えいたします。先ほど後藤議員から平成15年から国の

医療政策でＤＰＣ制度始まったと御説明がありました。このＤＰＣ制度の導入初期は、調整係

数という制度導入によりこの定額制による収支の急激な変化を防ぐ係数というものがありまし

た。収入補填の側面のある係数が算定式に加えられていたというところなんですが、現在はこ

の調整係数というのは廃止されております。そういったこともありまして、今御指摘にもあり

ましたとおり、今ＤＰＣ制度に移行しても収益上どうかというところもございます。ただ、今

回指定管理者で試算をした結果、診療科によって差はあるんですけれども、大きな収益の差は

ないであろうという試算も出ておりますので、急性期病院としてしっかり効率的な医療を提供

していくためにＤＰＣ制度への移行を進めてまいりたいと思います。以上です。 

〇24番（後藤浩一郎君） 分かりました。国の医療政策でありますから、公立病院としてしっ

かりと沿って対応していただきたいと思います。市立柏病院については以上といたします。 

 次に、あけぼの山周辺構想についてお尋ねいたします。道路の線形が初めて明らかになりま

した。これは本当に長い間の地元の悲願だったわけで、大変ありがたいんですけども、ちょっ

と私聞き漏らしてしまったかもしれません。大体完了はいつ頃をめどとしているんでしょう。 

〇都市部長（坂齊 豊君） お答えいたします。まだ概略設計が終わったようなタイミングで

ございますので、これから詳細設計、あと測量、これから用地交渉も入ってまいりますので、

もう少しお時間かかるかなと思っています。用地交渉で相手があることでございますので、ち

ょっと具体的に何年度に開通というところまではなかなか申し上げにくいとこでございます。

以上でございます。 

〇24番（後藤浩一郎君） ありがとうございます。長年の悲願ですので、なるべく早く前に進

むように努力していただきたいと思います。それから、バス便の全線乗り入れについてお尋ね

します。先ほどの土木部長の御答弁で近隣の協力が一部得られないようなお話がありました。

具体的にどのようなことでしょう。 

〇土木部長（内田勝範君） お答えいたします。もともとこの回転場施設隣接の方からという

ことで、バスのエンジン音の騒音だとか振動という形で、それに対する対応をずっと続けてき

たところでございます。その中でそういった懸念を言われたというところで御答弁さしあげた

ところです。以上です。 

〇24番（後藤浩一郎君） あそこのバス回転場、終着のところは家は隣に１軒しかないんです

よね。その１軒の方の反対、どのような強弱なのか分かりませんけど、多くの人の利便性を高

めるために１軒の人の苦情で振り回されるというのはちょっとどうかなと思います。その苦情

を言っている近隣の方に対して騒音がうるさければ防音壁を作るだとか、例えばアイドリング
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運転はしないだとか、様々な対応の仕方で軽減されると思いますけども、そういったこともぜ

ひ進めていただきたいと思います。答弁はいいです。 

 それから、東葛中部地区総合開発事務組合についてお尋ねします。あけぼの山周辺構想と同

じように、道路がこのたび線形が決まりました。これも長年の悲願であります。完了するのは

大体どのぐらいなんでしょう。 

〇企画部長（小島利夫君） お答えいたします。まだ国と協議調整中でして、いつから着工で

きるかというところも決まっておりませんので、現時点においていつ頃という具体的なスケジ

ュールはまだお示しできない状況です。以上です。 

〇24番（後藤浩一郎君） 分かりました。あけぼの山周辺構想の道路と同じ考え方で多分進ん

でいくと思うんですけども、集落の中に葬列の車が入っていくことを地域の皆様は嫌がってい

るんですね。そこをきちっと地域と斎場を切り分けるということはさんざん申し上げてきたと

ころで、これは地元の方も非常に望んでいるところです。ですから、力を入れて進めていただ

きたいと思います。それから、事務組合に関しては、柏市が常に事務局長を輩出し、これは前

議会でも申し上げましたけど、市長からエース級を投入していると、そんな話がありました。

しかしながら、やはり構成している流山市、それから我孫子市、どうしても対岸の火事という

か、あんまり主体的に関わっているようなところがないんですね。あの後２市に対して申入れ

であるとか、何か動きありましたか。 

〇企画部長（小島利夫君） お答えいたします。まず、現状の御説明をさせていただきますと、

事務組合に関しましてはプロパー職員と、それから構成３市からの派遣職員で構成されている

わけですけれども、プロパー職員については今後数年で役職定年を迎えるということですので、

そうしますと構成市からの職員派遣が増えることも想定されます。こうした状況を踏まえまし

て、構成市、それから組合とで行う会議等の機会を捉えまして、例えばですけれども、派遣職

員が地元との協議、調整を行うなど、そういった機会を広げるような工夫について提案をして

まいりたいというふうに考えております。以上です。 

〇24番（後藤浩一郎君） よろしくお願いします。それから、火葬待ち日数が今年の１月は4.9日

に詰まったということで、これは本当に地元の協力のたまものです。ありがとうございました。 

 続きまして、子供、障害福祉行政についてお尋ねします。総量規制について。事業が開始さ

れたのが平成24年度です。直近令和６年度までのこの12年間、12年間かな、それぐらいの期間

ですね。柏市の財政負担どのぐらい増えていきましたでしょうか。よろしくお願いします。 

〇福祉部長（矢部裕美子君） お答えいたします。決算ベースですけれども、平成24年が約１

億2,000万、令和６年が約16億6,000万となっておりまして、その４分の１が市費負担になるん

ですけれども、約13.6倍の伸びとなっております。以上です。 

〇24番（後藤浩一郎君） 事業所数が７倍に増えて、財源でいうと国、県、市、国が50％、県

と市が25％ですね、たしかね。かなりの財政負担だというふうに思いますけど、私ここで心配

するのはどういうことかというと、放課後デイサービスを検索サイトで調べると、いろんなワ

ードが出てくるんですけど、収益の上げ方とかもうかる放課後デイサービスだとか、何かそん

なワードが次々と出てきます。何かこれ福祉の事業とは何となく思えないんですね。前に介護

保険が創設された頃、訪問介護事業所で民間事業者が、営利企業が入って、随分利用者の掘り

起こしというのがあったことが問題になりました。それと同じような構造を何となく見てしま

うんですが、利用者の掘り起こしというところ、本当に真に必要な人がそのサービスを使うん
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であれば当然なければいけないんだけども、それほど必要性のない人まで掘り起こしてこの事

業が拡大していく、そこに集う子供たちが増えていくというのは何となく不健全な感じがする

んですけども、その辺は部長どのような御見解でしょう。 

〇福祉部長（矢部裕美子君） お答えいたします。議員御懸念されているとおり、放課後等デ

イサービス事業所は様々となっており、支援の内容もすごく多様になっていることは私たちも

認識しております。ただ、その一方で発達障害等の診断が非常に進化してきたというところも

あり、軽度のお子さんも利用されるということで、利用御希望者も増えているという現実もあ

りますので、事業所に関しましては監査含め、決定の対象者も含め、セルフプランの方も多く

なっておりますので、その辺りもきちんと市のほうで確認しながら適正に使っていける、また

事業所も適正に運営していただけるように私どもも努力してまいりたいと思っております。以

上です。 

〇24番（後藤浩一郎君） 先ほど部長から御答弁いただいた財政負担ですけど、事業が開始さ

れた当初が１億2,000万、直近では16億、13倍になっている。子供は減っているんですよね。何

かこれは介護保険創設当初の訪問介護、営利法人が利用者掘り起こしてきたその事案にどうし

ても何か見え隠れしてしまうところがあります。先ほど多様な事業主体が参入できるような仕

組みだというふうに言っておりましたけども、大多数が営利法人なんですよ、これ、大多数が。

営利法人というのは、もう私が申し上げるまでもなく営利を追求するわけですから、利益を追

求するわけですから、そうすると、ちょっと共産党っぽい質問だな、職員の処遇が下がって、

さらにサービスの質が下がる。そういう（私語する者あり）レッテル貼り、ごめんね。そうい

うところがあると思うんですね。（私語する者あり）そういうところがあると思うんですけども、

いかが考えていますか。 

〇福祉部長（矢部裕美子君） お答えいたします。営利法人の中にも本当にすごく支援がしっ

かりしている事業所からなかなか支援が追いつかない事業所まで、様々かと思っております。

その中で、やはり利用者の方がきちんと適切なサービス、その方々に合った、お子さんに合っ

たサービスが受けられるよう確認をしながら、指導監査もきちんとしながら進めていきたいと

思っております。以上です。 

〇24番（後藤浩一郎君） まとめますと、大人、つまり事業所であるとかその子の親、両親の

都合ではなくて、本当にその必要なサービスを欲している子供たちにもう少し寄り添った事業

の仕組みづくりというか、柏市では進めていただきたいと、そのように考えています。終わり

ます。 

〇議長（坂巻重男君） 以上で後藤浩一郎さんの質疑並びに一般質問を終わります。 

                                

〇議長（坂巻重男君） 以上で本日の日程は終了いたしました。 

次の本会議は明12日、特に午前９時50分に繰り上げて開くことといたします。 

本日はこれにて散会いたします。 

               午後 ４時１９分散会 

 


